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説

は
じ
め
に

論

送
達
名
宛
人
の
住
所
を
知
り
な
が
ら
《
住
所
、
居
所
其
ノ
他
送
達
ヲ
為
ス
へ
キ
場
所
カ
知
レ
》
(
民
訴
一
七
八
条
)
な
い
と
偽
っ
て
公
示
送
達

を
申
し
立
て
、
訴
状
の
送
達
か
ら
判
決
の
送
達
に
至
る
ま
で
す
べ
て
公
示
送
達
に
よ
り
、
も
っ
て
、
手
続
が
終
了
し
、
判
決
が
確
定
し
た
場

合
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
。
こ
の
場
合
に
は
、
送
達
名
宛
人
は
訴
訟
に
お
い
て
主
張
・
立
証
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
結
果
の
惹
起
に
つ
き
送
達
名
宛
人
に
帰
責
事
由
が
な
い
と
き
は
彼
は
救
済
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
彼
を
救
済
す

る
手
続
は
な
に
か
。
下
級
裁
判
例
に
お
い
て
は
見
解
は
分
裂
し
て
い
る
。
最
高
裁
判
例
は
《
僻
怠
シ
タ
ル
訴
訟
行
為
の
追
完
》
(
民
訴
一
五
九
条
)

を
認
め
て
い
る
。
他
方
、
民
訴
法
四
二

O
条
一
項
三
号
の
再
審
事
由
に
あ
た
ら
な
い
と
す
る
控
訴
審
判
決
の
解
釈
を
支
持
し
た
最
高
裁
判
例

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
例
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
根
拠
を
十
分
に
は
示
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
文
言
解
釈
上
の
操
作
に
止
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
解
釈
操
作
が
必
然
的
の
も
の
で
あ
る
か
が
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
は
民
訴
一
五
九
条
の
立
法
経
過
及
び
そ
の
前
身
で
あ
る
旧

民
訴
一
七
四
条
の
立
法
経
過
か
ら
得
ら
れ
る
資
料
に
よ
っ
て
も
解
消
さ
れ
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
た
ん
な
る
解
釈
操
作
な
ら
ば
最
高
裁
判

例
と
逆
の
解
釈
操
作
と
い
う
選
択
肢
も
対
等
の
位
置
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
選
択
肢
の
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
あ
る
い
は
第
三
の

選
択
肢
の
余
地
が
な
を
存
す
る
の
か
。
旧
民
訴
一
七
四
条
の
範
と
な
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
民
訴
一
一
一
一
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
後
二
三
三
条

に
な
っ
た
。
そ
の
解
釈
及
び
右
の
事
例
が
再
審
事
由
に
当
る
か
否
か
の
解
釈
を
西
ド
イ
ツ
の
判
例
に
つ
い
て
見
て
も
、
上
記
の
問
い
に
答
え

る
き
め
手
に
な
る
よ
う
な
手
掛
り
は
目
下
の
と
こ
ろ
得
ら
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
が
前
稿
(
小
山
昇
「
不
実
の
申
立
て
に
基
づ
く
公
示
送
達
を
受
け

た
者
の
救
済
に
つ
い
て
」
|
前
編
|
北
法
三
八
巻
五
|
六
号
三
五
五
頁
)
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
が
念
頭
に
置
く
事
案
に
お
い
て
送

達
名
宛
人
を
ど
の
よ
う
な
手
続
で
救
済
す
る
か
を
、
参
考
の
た
め
に
、

本
稿
は
そ
の
結
果
の
報
告
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
、
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

北法39(5-6・1.2) 1242 



フ
ラ
ン
ス

訴
訟
の
開
始

大
審
裁
判
所
に
お
け
る
第
一
審
訴
訟
は
原
告
が
相
手
方
を
召
喚
す
る
こ
と

(
E
S
Eま
と
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る

(
2
2
F
匂

g-
原
告
被

1 
告
共
同
申
立
に
よ
っ
て
も
開
始
さ
れ
る
)
。

不実の申立てに基づく公示送逢を受けた者の救済について

日
本
法
上
の
訴
え
の
提
起
に
対
応
す
る
行
為
は
原
告
が
相
手
方
を
裁
判
官
の
前
に
出
頭
す
る
よ
う
通
告
す
る
こ
と
(
門
戸
門
主
で
あ
る
(
包
わ

さ
・
山
田
)
。
そ
の
行
為
の
通
常
の
場
合
の
表
現
形
式
は
虫
色

m
s
z
cロ
と
呼
ば
れ
る

(
9
2
F
匂

g
)
0
2印
有

E
Z
Cロ
は
書
面
に
よ
り
な
さ
れ
、

そ
の
書
面
は
執
行
吏

(E包
常
且

Z
E
E
-
2
)
が
作
成
す
る

(
2
2
8・
室
∞
参
照
)
。
虫
色
m
E
Z
Oロ
の
書
面
(
以
下
に
お
い
て
召
喚
状
と
い
う
)

は
相
手
方
に
知
ら
せ
る

(
9
2
2
)。
こ
の
書
面
の
内
容
を
通
知
す
る

に
よ
り
な
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
通
知
を
執
行
吏
送
達
(
盟
関
口
E
S
H
E
d
)
と
い
う

(
2
2
S口
)
(
以
下
、

(ロ。円
S
E
E
S
)
行
為
が
執
行
吏
行
為
書
(
白
円
克
也
叫
F
E
E
-
mニ
巾
』
己
注
目
)

た
ん
に
送
達
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
。

召
喚
状
の
通
知
は
送
達
に
よ
る
。
召
喚
状
の
送
達
の
時
に
裁
判
官
に
事
件
が
潜
在
的
に
係
属
す
る

2
5
2
7
C
E
R
E昇
胃
R
E
C
Z
E
-
-
0・
8

2
・
5
∞H
Z
a
g
∞)。

送
達

(
イ
)
訴
訟
係
属
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
召
喚
状
の
送
達
は
執
行
吏
行
為
書
に
よ
る

(
2
2
2
)。
執
行
吏
行
為
書
た
る
召
喚
状

(
2
2

8
)
は
百
喚
状
の
記
載
要
件
と
執
行
吏
行
為
書
の
記
載
要
件
の
双
方
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
Q
n
z
p
室
∞
)
。
後
者
の
う
ち
本

稿
の
主
題
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
は
、
送
達
名
宛
人
(
己
B
E
E
S
-
R
本
稿
で
は
被
告
が
こ
れ
に
当
た
る
)
の
氏
名
及
び
住
所
(
己
3
E
Z
)
を
記
載
す

2 
る
こ
と
で
あ
る

(門
UEυ
町出品∞ロ・品)。

(
ロ
)

送
達
す
べ
き
書
面
は
送
達
名
宛
人
本
人
に
交
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
2
2
8土
)
。
行
為
書
が
本
人
に
交
付
さ
れ
れ
ば
、
交

北法39(5-6・1.3)1243 



説

付
の
場
所
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
例
え
ば
、
勤
務
先
で
あ
ろ
う
と
、
送
達
は
有
効
で
あ
る

((い宍いま∞喧口)。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
被
告
を
特
定
す
る
の
は
原
告
が
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
原
告
は
自
分
が
召
喚
状
の
送
達
を
依
頼
す
る
執
行
吏
に
被

言命

告
の
氏
名
・
住
所
を
教
え
る
。
執
行
吏
は
こ
れ
に
基
づ
き
執
行
吏
行
為
書
(
召
喚
状
は
執
行
吏
行
為
書
の
形
を
と
る
o
h
H
V
〔
い
山
田
同
)
に
名
宛
人
の
氏
名
(
き
ヨ

官
『
巾
コ
。
ョ
は
記
載
さ
れ
な
く
て
も
違
法
で
な
い
)
と
住
所
を
記
載
す
る
合
同
v
h
g
&
Z
ぷ
)
。
依
頼
人
が
教
え
た
所
番
地
が
真
か
偽
か
を
審
査
す
る
権
限
を
執
行
吏

は
も
た
な
い
。
そ
こ
で
、
①
依
頼
人
が
名
宛
人
の
住
所
を
知
っ
て
い
る
の
に
不
明
で
あ
る
と
執
行
吏
に
告
げ
た
場
合
及
び
②
依
頼
人
が
偽
の
所
番
地
を
執

行
吏
に
告
げ
た
場
合
を
想
定
し
て
み
て
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
ど
う
処
理
さ
れ
る
か
を
調
べ
る
こ
と
に
す
る
。

本
人
交
付
送
達
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
限
り
、
本
人
の
住
所
に
お
い
て
、
住
所
が
知
れ
な
い
と
き
は
居
所
に

お
い
て
、
本
人
以
外
の
一
定
の
者
に
行
為
書
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
送
達
し
た
こ
と
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
れ
を
仮
に
住
所
送
達
と
呼
ぽ
う
。

(

ハ

)

(〔いでわ由即日日目・ロ)。

①
本
人
交
付
不
可
能
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

執
行
吏
は
本
人
交
付
送
達
を
実
現
す
る
た
め
に
、
必
要
な
一
切
の
行
き
届
い
た
試
み
(
法
文
に
お
い
て

は
庄
一
一
m
m
2
2
と
い
っ
て
い
る
。
(
い
で
h
g
g
こ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
h
a
出
円
一
ぐ
口
'
H
N
『
巾
〈
g
a
-
]
'
h
勺
・
5
3
ヨ
8
5
0
執
行
吏
は
こ
れ
ら
の
試

み
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
苫
ユ
ニ
吋
ω
ミ
ニ
右
足
・
口
出
・
5云
-
E
E
2
・
ミ
)
。
す
な
わ
ち
、
ど
う
い
う
こ
と
を
し
た
か
を
具
体

的
に
事
実
を
も
っ
て
行
為
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
h
s
m
2
〈
・
ロ
-
N
H
E
5
5
3
・
ロ
印
忌
吋
少
E
『
辺
司
・
印
-
?
の
ω
N
e
同
よ
-
E忍
-
N
-
ω
。
ヨ
ヨ
印
C
吋
一

{
い
山
田
・
円
一
〈
-
-
7
5
ヨ
ω
2
5
2
・
』
'
(
い
で
-
H
申
告
弓
呂
申
)
。
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
み
を
資
料
と
し
て
本
案
の
裁
判
官
が
自
由
心
証
に
よ
り
執
行
吏
が
己
ニ
ナ

習
2
2
を
し
た
か
否
か
を
判
断
す
る
(
E
2
2
〈
ロ
-
N
日
E
m
E
S
戸
E
N
・
2
-
S忍
-N-
合
計

P
E
E
〈
同
ア
ω

。2・
5
3
・
』
(
U
-

で
5
3
-〈
ω
印∞・の釦N-

日
よ
-
S
∞
?
?
a
T
E
E
-
円
一
〈
-
-
f
M
N
E
丘
忌
∞
0

・
]
(
い
勺
3
8
2
N
吋
由
)
。
た
ん
に
名
宛
人
に
そ
の
住
所
に
お
い
て
出
会
わ
な
か
っ
た
と
か
名
宛
人
の
住

所
も
居
所
も
勤
務
先
も
不
明
で
あ
っ
た
と
か
記
載
し
た
の
み
で
は
当
該
送
達
は
無
効
と
さ
れ
る
(
民
自
由
|
↓
2
2
口
ヨ
ω
3
5
∞
?
ロ

ω
巴
∞
C
・
E
-
E
司

品
印
∞
-
c
s
'
E
一
】
坦
∞
0

・
M
-
き
ヨ
ヨ
S
N
一
苫
コ
ω
∞
ヨ
巳
s
g
-
C
R
E
一
・
5
∞
C
W
M
-
2
5
5
ミ
由
)
(
無
効
の
場
合
に
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
後

北法39(5-6・1.4)1244 



に
述
べ
る
)
(
以
上
の
引
用
判
例
は
参
照
し
え
た
も
の
の
み
で
あ
る
)
。

②
本
人
交
付
不
可
能
と
い
う
こ
と
の
具
体
相

執
行
吏
は
名
宛
人
の
住
(
居
)
所
に
赴
く
(
こ
の
事
実
を
行
為
書
に
記
載
す
る
)
。
執
行
吏
が
そ
こ

で
名
宛
人
に
出
会
わ
な
い
と
き
は
ど
う
す
る
か
。
隣
家
を
訪
問
し
隣
家
に
名
宛
人
が
居
る
か
確
か
め
る
(
叶
ユ
σ
・問
E
E
5
2
・
2
2
5
5
7
3
2自
己
ご
ω
ミ

巴
戸
』

-
C同

y
g
a
ロ
ロ
NS)
。
名
宛
人
の
住
所
に
お
い
て
名
宛
人
の
家
族
の
者
(
た
と
え
ば
息
子
)
に
出
会
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
直
ち
に
送
達
書

類
を
交
付
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
者
か
ら
名
宛
人
の
勤
務
先
を
聴
き
出
し
て
、
そ
こ
に
赴
く

(
3
5
・悶
3
・
E
2
F
E
N
D
忌円・

5吋
N・』

E
(
U

・目
v
・
5
3
弓

即日お一

0
・
5
3
・
N宏一

0
2
5
8
7
F
Z
E
E
U
E
)
。
勤
務
先
が
休
暇
中
で
あ
っ
て
名
宛
人
が
出
動
の
必
要
が
な
く
出
動
し
て
い
な
い
と
き
は
、
休
暇
中

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

事
務
受
付

(
5
0
司

O
B
E
E
n
m
)
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
名
宛
人
が
ど
こ
に
居
る
か
の
情
報
を
得
る
こ
と
を
試
み
て
、
居
場
所
が
わ
か
れ
ば

そ
こ
に
赴
く

(
2
0
5。
コ
門
司
2
3
E
F
E
・
)
。
あ
る
日
に
本
人
交
付
の
試
み
を
し
た
が
遂
に
名
宛
人
に
出
会
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
別
の
日
に
再
度
本
人

交
付
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
ア
バ
ル
ト
マ
ン
明
渡
退
去
を
命
ず
る
判
決
の
送
達
に
つ
き
こ
れ
を
肯
定
す
る
判
例
が
あ
る

(
E号
戸
内
含
忌
∞
?

。
白
N
E
-
-
S∞
?
?
ω
∞
罰
)
。
し
か
し
、
破
棄
院

(pg
円一〈ロ

-
S
ヨ
白
3
5宏司』
(
U

・句・

3
2
2
H叶
由
)
は
、
住
所
に
お
い
て
本
人
不
在
の
ゆ
え
に
本
人
交

付
が
不
可
能
な
の
で
そ
こ
に
居
た
本
人
の
秘
書
に
交
付
し
た
こ
と
に
つ
き
、
本
人
交
付
を
す
る
た
め
に
別
に
も
う
一
度
そ
の
住
所
に
赴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
は
な
い
と
し
た

m
gロ
g
包
括
ヌ
・

5
認
を
支
持
し
た
。
以
上
が
名
宛
人
本
人
を
と
ら
え
る
試
み
の
具
体
相
で
あ
る
。

③
住
所
送
達
の
要
件
と
手
続

以
上
の
よ
う
な
努
力
を
し
て
も
名
宛
人
本
人
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
住
所
送
達
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
住
所
送
達
は
、
住
所
(
こ
れ
が
知
れ
な
い
と
き
は
居
所
)
に
お
い
て
、
名
宛
人
以
外
の
一
定
の
者
に
、
送
達
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
で
あ
る
。

右
書
類
を
受
領
す
る
適
格
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
者
に
交
付
し
て
お
け
ば
確
実
に
名
宛
人
に
渡
る
で
あ
ろ
う
と
社
会
通
念
上
考
え
ら
れ
る
者
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
の
住
所
に
現
に
存
す
る
者
官
官
『
E
Eぬ
百
円
か

g
g・
た
と
え
ば
、
親
、
親
類
、
友
人
、
名
宛
人
に
雇
わ
れ
て
い
る
者
て
こ
の
者
が
存
し
な

い
と
き
(
ま
た
は
受
領
を
拒
む
と
き
)
は
当
該
建
物
の
守
衛
(
哲
三
一

E
)
、
こ
の
者
も
存
し
な
い
(
ま
た
は
受
領
を
拒
む
)
と
き
は
隣
人

(g広
と
で
あ

る
(
わ
宍
い
古
田
口
)
。
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説

送
達
書
類
を
受
領
す
る
適
格
を
有
す
る
者
が
受
領
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
と
き
、
こ
の
者
が
自
分
の
氏
と
名
と
身
分
を
(
隣
人
の
場
合
に
は
こ
れ
に
加

え
て
そ
の
住
所
を
)
明
示
し
、
か
っ
、
受
取
書
を
出
し
て
く
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
者
に
送
達
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
わ
句
n
g
g
E
)
。

論

さ
ら
に
、
こ
の
者
に
送
達
書
類
を
交
付
し
た
だ
け
で
は
住
所
送
達
は
完
成
し
な
い
。
名
宛
人
宛
て
に
、
立
寄
通
知
念
〈
日
号

E
g
m聞
と
を
そ
の
住
所
に

(
通
常
は
郵
便
受
函
に
)
遣
す
。
そ
の
内
容
は
、
こ
れ
こ
れ
の
者
に
書
類
を
交
付
し
た
こ
と
、
書
類
の
性
質
は
こ
れ
こ
れ
(
た
と
え
ば
、
召
喚
状
と
か
判

決
と
か
)
で
あ
る
こ
と
、
送
達
を
申
し
立
て
た
者
は
誰
そ
れ
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
(
わ
司
(
V
2
8
-〈
)
。
し
か
も
、
同
時
に
、
同
じ
日
に
(
ま
た
は

お
そ
く
と
も
そ
の
後
の
最
初
の
労
働
日
(
』

2
2
2「
与
互
に
、

1
1
1
送
達
は
原
則
と
し
て
日
曜
日
、
祭
日
、
休
業
日

(
3
z
:
5
5
m
)
に
は
で
き
な
い

(hR

mg品
)
|
|
)
立
寄
の
通
知
と
同
じ
内
容
の
書
簡
を
、
送
達
行
為
書
の
写
し
を
同
封
し
て
、
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
送
達
の
旨
を
名
宛
人
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

(円い司【い明白印∞円)。

( 

ー
) 

名
宛
人
の
住
所
に
お
い
て
、
送
達
書
類
を
受
領
す
る
適
格
者
が
あ
い
に
く
居
な
い
場
合
ま
た
は
居
た
が
受
領
を
拒
否
す
る
場
合
に

へ
の
書
類
の
差
置
と
が
な
さ

は
住
所
送
達
は
な
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
送
達
の
擬
制
と
市
(
町
村
)
庁

(
E
Eめ
)

れ
る

(わ同点い山岳山由)。

右
の
場
合
に
は
、
執
行
吏
は
、
名
宛
人
が
送
達
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
住
所
の
所
番
地
に
実
際
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
適
当
な

一
切
の
方
法
に
よ
り
確
か
め
、
こ
の
確
認
(
〈
巾

Z
P
E
g
m
)
を
送
達
行
為
書
に
記
載
す
る

(pa-
巳
〈
戸
N

土

z
z
s戸
』
(
い
白
日
y
呂
志
君
包
ω)

。
た

①
送
達
の
擬
制

ん
に
実
際
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
の
記
載
で
は
足
り
な
い

(pan-〈
戸

Z
B白
3
5戸
]
門
司
巴
巴
弓
巴
由
)
。
こ
の
確
認
の
記
載
か
ら

名
宛
人
が
実
際
に
右
の
所
番
地
に
住
ん
で
い
る
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
送
達
が
住
(
居
)
所
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
看
倣
さ
れ
る
合
同
行
一
四

白山品目)。
(
1
)
名
宛
人
の
所
番
地
は
第
一
審
の
手
続
に
お
い
て
上
申
さ
れ
た
。
執
行
吏
は
そ
の
所
番
地
に
赴
い
た
が
名
宛
人
を
見
付
け
え
ず
、
近
隣
に
お
い
て
判
決
の
コ
ピ
ー
を
受
領
す
る
適
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格
あ
る
者
を
一
人
も
見
付
け
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
商
業
登
記
簿
の
抄
本
は
、
名
宛
人
は
、
右
送
達
の
日
に
、
そ
の
所
番
地
に
お
い
て
、
毎
日
、
商
業
を
営
ん
で
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
か
か
る
場
合
〔
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
送
達
行
為
書
に
記
載
し
て
あ
る
場
合

1
1
筆
者
〕
に
は
、
市
庁
に
お
け
る
送
達
は
正
当
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
名
宛
人
に
こ
の
送
達
を
通
知
す
る
書
留
郵
便
が
差
出
人
に
返
送
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
な
い
。
当
時
効
力
が
あ
っ
た
民
訴
法
五
八
|
三
条
は
、
右
郵
便
が
名
宛
人
に
現
実

に
到
達
し
た
こ
と
の
証
明
を
要
求
し
て
は
い
な
い
。
』
の
・
七
に
は
以
上
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

②
送
達
書
類
の
市
(
町
村
)
庁
へ
の
差
置

擬
制
さ
れ
た
住
所
送
達
の
場
合
に
は
、
送
達
書
類
に
つ
い
て
は
、
市
庁
へ
の
差
置
と
そ
の
旨
の
名
宛
人

へ
の
通
知
と
が
行
わ
れ
る
。
執
行
吏
は
、
送
達
の
そ
の
日
の
う
ち
に
(
市
庁
が
閉
ま
っ
て
い
る
と
き
は
そ
の
後
聞
く
最
初
の
臼
に
て
市
庁
に
送
達
書
類

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

を
差
し
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(わ勺
h
g窓
口
)
。
市
(
町
村
)
長
は
差
置
目
録
簿
(
み
百
2
2
2
)
に
差
置
を
記
録
し
、
受
領
書
を
交
付
す
る

(
h
R
m

白
日
出
回
目
)
。
他
方
で
、
執
行
吏
は
、
名
宛
人
の
住
(
居
)
所
に
、
立
寄
通
知
を
(
通
常
、
郵
便
受
け
に
)
遣
す
。
そ
の
内
容
は
、
市
庁
に
差
し
置
い
た
こ
と
、

書
類
の
性
質
、
送
達
申
立
人
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
市
庁
で
速
や
か
に
引
き
取
る
べ
き
こ
と
、
引
取
り
の
際
に
受
領
書
を
出
す
(
か
ま
た
は
欄
外

署
名
を
す
る
)
こ
と
、
代
理
人
に
よ
り
引
き
取
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
(
わ
句
(
い
ま
窓
口
【
)
。
し
か
も
、
同
じ
日
に
(
そ
の
日
が
休
業
日
の

と
き
は
そ
の
後
の
最
初
の
労
働
日
に
)
、
立
寄
通
知
と
同
じ
内
容
の
書
簡
を
、
送
達
行
為
書
の
写
し
を
同
封
し
て
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
送
達
の
旨
を
名

宛
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
門
司
h
z
g
z
。

③
擬
制
住
所
送
達
の
送
達
日

住
所
送
達
の
日
は
、
そ
の
日
に
立
寄
通
知
が
な
さ
れ
、
立
寄
通
知
に
は
日
付
が
付
さ
れ
る

(nR玄
白
弓
)
か
ら
、

こ
の
日
付
の
日
で
あ
る
。
擬
制
住
所
送
達
は
住
所
送
達
と
擬
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
送
達
の
日
は
、
市
庁
へ
の
差
置
の
日
で
は
な
く
、
立
寄
通

知
の
日
で
あ
る

(
h
g
ω

・巴〈'ロ
.
5
c♀・

3
3
.
c
s
・-よ-・

5
吋∞・

f
H
a
・
召
喚
状
送
達
の
事
案
一
わ
同
協
円
一
〈
ロ
.

N

∞
ヨ
巳
巴
芯
.
]
・
h
a

司
'
S忍
2

N

印

N

・
判
決
の

送
達
の
場
合
。
送
達
が
上
訴
期
間
を
走
ら
せ
る
。
名
宛
人
が
郵
便
を
受
け
取
っ
た
日
付
は
重
要
で
な
い
と
判
示
。
)
(
』
わ
司
血
児
一
円
三
m
E
H
D。巴)。

(
ホ
)
住
(
居
)
所
が
不
明
の
場
合
、
勤
務
先
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
そ
こ
で
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
も
不
明
で
あ
る
場
合
に
は
、

以
下
の
手
続
を
と
る
。
日
本
で
は
公
示
送
達
を
す
る
場
合
で
あ
る
。
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説

①
沿
革

旧
民
訴
六
九
条
八
号
に
お
い
て
は
、
送
達
書
類
を
受
訴
裁
判
所
の
掲
示
版
に
貼
付
し
、
写
し
を
検
事
局
に
交
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
一
九
七
二
年
八
月
二
八
日
デ
ク
レ
七
二
|
七
八
六
号
第
一
九
条
は
こ
れ
を
改
正
し
、
裁
判
所
に
お
け
る
掲
示
を
廃
し
て
、
た
ん
に
送
達
は
検
事
局
に

論

お
い
て
な
さ
れ
(
検
事
が
名
宛
人
を
探
索
さ
せ
)
る
も
の
と
さ
れ
た

(
0
・
5
芯
円
台
叶
)
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
新
民
訴
六
五
九
条
と
な
っ
た
。

一
九
八
六
年

三
月
一
四
日
デ
ク
レ
八
六
|
五
八
五
号
第
四
条
は
こ
れ
を
更
に
改
正
し
た
。
そ
れ
が
現
行
の
民
訴
六
五
九
条
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
圏
内
の
自
然
人
に
つ
い

て
、
検
事
局
送
達
を
廃
し
て
、
執
行
吏
事
務
所
で
取
り
に
く
る
の
を
待
つ
と
い
う
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

②
名
宛
人
の
住
所
・
居
所
・
勤
務
先
の
探
索

こ
の
送
達
は
、
送
達
申
立
人
も
執
行
吏
も
名
宛
人
の
住
所
・
居
所
・
勤
務
先
を
実
際
に
知
ら
な
い
し

そ
の
他
の
ど
こ
に
存
す
る
か
も
知
ら
な
い
場
合
を
前
提
と
す
る
(
わ
旬
。

m
g
z
参
照
)
。
こ
の
場
合
に
は
、
執
行
吏
は
住
所
・
居
所
・
勤
務
先
を
探
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
誠
実
に
賢
明
に
細
心
に
一
切
の
探
索
手
段
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

(

U

白
出
回
円

H

〈
ロ
.
ω
]
口
一
口
】
坦
印
印
一
回
三
一
巳
〈
目

戸
口
-
u
o
h
一
g
E
E
5
8
一
切
z=
巳
〈
・
ロ
・
ロ
・
臼
田
(
以
上
孫
引
き
)
一

P

H由吋品目〈同吋晶一
(
U

回目印・円一〈・回目

-
H
N
S白
ニ
由
∞
?
の
国
N
-

司

ω
-
S∞
y
y
H
ω
由
・
執
行
吏
の
探
索
が
十
分
か
ど
う
か
を
調
べ
な
か
っ
た
控
訴
院
判
決
を
破
棄
・
(
U

白凹
ω
門】〈・

7
H
c
n円

5
8
・の白
N
E
-
-
S∞H
・

M

・
Sc-
執
行
吏
の
探
索
が
十
分
で
あ
っ
た
か
を
調
べ
な
い
控
訴
院
判
決
を
破
棄
)
。
ど
の
よ
う
な
探
索
を
し
た
か
は
調
書
に
詳
述
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

(

(

U

司
(

U

山田町山由同)。

探
索
し
た
か
否
か
及
び
必
要
十
分
な
探
索
を
し
た
か
否
か
は
本
案
の
裁
判
官
が
専
権
的
に
判
断
す
る

(P自・
2
ヨ
・
ミ
百
三
・

5
8
・

F
ニ
巳
〈
-E-
ロ

お
一
わ
白
8
・
ω
o
n
N印
ヨ
白
Z
H申印∞-∞
c
z
n
-〈
・
『
戸
=
・
ミ
印
一

nm呂
田
・
円
一
〈
ロ

-
N
2
c
E
S印∞・目
c=
門
戸
〈
回
目
?
コ
品
目
∞
一

MN
口。〈・

5
叶N-
∞
z=
円一〈ロ

-
D
-
N
g
(以
上

孫
引
き
)
一
河
2
2・∞

E
5・
5
∞
ア
の
ωN
・
2--H申告
-
Y
Eヨ
ヨ
-
N
C
ω
)

。
必
要
十
分
な
探
索
が
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
こ
の
送
達
は
無
効
と

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
市
(
町
村
)
庁
ま
た
は
警
察
で
調
べ
る
と
か
旧
住
所
に
手
紙
を
出
し
て
み
る
と
か
が
必
要
で
、
こ
れ
を
し
な
い
で
な
さ
れ
た
こ
の

送
達
は
無
効
と
さ
れ
る

(21
二三
C
E
S
S
-
』
の
で
・

5
8
弓
申
)

0

③
調
書
の
作
成
と
そ
の
写
し
の
郵
送

名
宛
人
の
住
所
・
居
所
・
勤
務
先
等
を
探
索
し
て
も
な
お
不
明
の
と
き
は
執
行
吏
は
調
書
を
作
成
す
る
。
調
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書
に
は
探
索
と
し
て
ど
う
い
う
こ
と
を
し
た
か
を
正
確
に
叙
述
し
、
送
達
書
類
の
性
質
と
送
達
申
立
人
の
姓
を
記
載
す
る
(
わ
で
の

g
g
同)。

つ
い
で
、
調
書
作
成
の
日
に
(
お
そ
く
と
も
そ
の
後
の
最
初
の
労
働
日
に
)
、
調
書
の
写
し
を
、
受
領
通
知
請
求
付
き
書
留
郵
便
で
、
名
宛
人
に
、
そ

の
最
後
の
知
れ
た
る
所
番
地
(
住
所
ま
た
は
居
所
の
、
も
し
く
は
勤
務
先
の
|
|
デ
ク
レ
八
六
五
八
五
号
に
よ
る
改
正
前
の
六
五
九
条
第
一
項
参
照
)

に
宛
て
て
、
送
付
す
る

(nR刷

出

S

H

H

)

。
こ
の
調
書
の
写
し
の
中
で
、
名
宛
人
は
、
三
カ
月
の
期
間
内
に
、
送
達
書
類
を
、
執
行
吏
の
事
務
所
で
、
渡

し
て
貰
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
示
す
る
(
わ
宍
い
ま
包
邑
)
。
他
方
、
普
通
郵
便
で
も
っ
て
、
重
ね
て
同
じ
こ
と
を
す
る
(
わ
匂
の
ま
印
2
5
。
そ
し
て
、

書
留
郵
便
及
び
普
通
郵
便
を
送
付
し
た
こ
と
を
調
書
に
記
載
す
る
(
わ
匂
わ
ま
g
-
5
。
こ
う
し
て
こ
の
送
達
に
関
す
る
調
書
が
完
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

調
書
の
完
成

(
m
g
F
-
5
0
5
2円
)
が
送
達
に
相
当
す
る
(
わ
宍
い
由
品
目
2
5
0
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
郵
便
を
出
し
た
日
が
送
達
の
日
と
な
ろ
う
。

④
調
書
の
送
達
申
立
人
へ
の
交
付

調
書
が
完
成
し
た
と
き
は
、
執
行
吏
は
そ
の
写
し
及
び
書
留
郵
便
(
を
郵
便
局
が
受
け
た
そ
)
の
受
取
書
を
(
も

し
書
留
郵
便
が
返
送
さ
れ
た
と
き
は
そ
の
書
留
郵
便
そ
の
も
の
を
)
送
達
申
立
人
に
交
付
す
る
(
わ
匂
わ
富
山
2
5
0

⑤
住
所
不
明
の
場
合
の
本
人
交
付
送
達

召
喚
状
の
送
達
の
場
合
、
名
宛
人
の
住
(
居
)
所
不
明
の
場
合
に
は
、
百
喚
状
に
名
宛
人
の
住
所
を
記
載

す
る
こ
と
合
同
尚
一
宮
品

2
2
)
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
住
所
・
居
所
・
勤
務
先
を
探
索
す
る
。
そ
し
て
、
偶
然
に
そ

れ
以
外
の
場
所
で
名
宛
人
を
発
見
し
た
と
き
、
こ
の
者
に
送
達
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
有
効
な
本
人
交
付
送
達
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
関
す
る
あ
る
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

ナ
ン
テ
ー
ル
大
審
裁
判
所
一
九
七
五
年
三
月
四
日
判
決
(
の
お

'
E一・
5
3
-
-
S
N
)
(
A
)

原
告
G
夫
人
。
被
告
N
氏。

N
が
G
の
子
S
の
父
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
訴
え
(
凶
E
8
2
2円
Z
R
Z
号

E
5
3
E
B
E
E
-
o
)
。
仮
定
的
に

S
の
扶

養
料
を
求
め
る
訴
え
(
白
色
。
ロ
号

E
Z
5
2
宮
巳
こ
ぎ
P
三
)
。
召
喚
状
に
は

N
の
住
所
は
記
載
さ
れ
ず
、

N
の
勤
務
先
を
表
示
し
た
に
止
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
勤
務
先
で
で
は
あ
っ
た
が
、
本
人
交
付
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

N
は
、
召
喚
状
送
達
行
為
の
無
効
の
宣
言
を
求
め
た
。
名
宛
人
の
住
所

を
記
載
し
な
い
召
喚
状
は
無
効
で
あ
る
(
わ

R
窓
怠
ロ
)
と
い
う
の
で
あ
る
。
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説

判
旨

N
は
勤
務
先
で
本
人
交
付
送
達
を
受
け
た
。
よ
っ
て
有
効
に
応
訴
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
召
喚
状
に
名
宛
人
の
記
載
が
な
い
と
い

う
形
式
に
関
す
る
無
効
は
名
宛
人
に
害
を
与
え
て
い
な
い
。

N
の
防
禦
の
権
利
は
侵
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
無
効
を
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い

モ三ム
自問

(
打
開
》
〔
U

問

E
P
Z
Z
ロ
)
。
そ
も
そ
も

N
の
住
所
の
不
記
載
は

N
が
G
に
N
の
住
所
を
故
意
に
知
ら
し
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は

N
に

の
み
存
す
る
事
情
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

N
は
こ
の
欠
歓
を
自
分
の
有
利
に
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

N
の
無
効
宣
言
申
立
は
棄
却
す

る。
⑥
住
所
不
明
で
な
い
の
に
住
所
不
明
と
し
て
し
た
送
達

次
の
よ
う
な
判
例
が
あ
る
。

ポ

l
控
訴
院
一
九
五
七
年
七
月
二
日
判
決
(
』
ゎ
・

τ

5
日こ
-
5
5由
)
(
B
)

R
女
が
無
銭
飲
食
を
し
た
。
一
九
五
六
年
七
月
二
五
日
パ
イ
オ
ン
ヌ
刑
事
裁
判
所
は
欠
席
判
決
に
よ
り

R
女
を
二
カ
月
の
禁
銅
に
処
し
た
。
こ
の
判
決

を
執
行
吏
は
一
九
五
六
年
一

O
月
一
七
日
に
ト
ウ
ル

l
ズ
市
、
マ
ロ
ッ
ク
通
り
二

O
号
に
お
い
て

R
女
に
本
人
交
付
送
達
し
た
。

R
女
は
こ
の
判
決
に
異

議
(
C官
官

3
5コ
)
を
申
し
立
て
た
。
こ
の
申
立
書
に

R
女
は
自
分
の
住
所
を
ト
ウ
ル
ー
ズ
市
、

マ
ロ
ッ
ク
通
り
二

O
号
と
は
っ
き
り
記
載
し
た
。
対
審
判

決
を
す
る
た
め
に
出
頭
の
令
状
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
令
状
は
右
所
番
地
に
お
い
て
送
達
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
執
行
吏
は
右
所
番
地
で

R
女
に

出
会
わ
な
か
っ
た
の
で
「
探
索
調
書
」
を
調
製
し
検
事
局
に
令
状
(
の
写
し
)
を
交
付
し
た
(
旧
民
訴
六
九
条
第
八
号
)
。
こ
れ
を
知
ら
な
い

R
女
は
再
度
欠

席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
五
六
年
一
一
月
二
九
日
バ
イ
オ
ン
ヌ
刑
事
裁
判
所
は
再
度
欠
席
と
い
う
こ
と
で

R
女
の
異
議
を
棄
却
す
る
判
決
を
し
た
。

こ
の
判
決
を
、
執
行
吏
は
、
前
記
同
様
の
経
過
で
、
一
九
五
七
年
一
月
二
五
日
に
検
事
局
に
交
付
し
た
。
一
九
五
七
年
四
月
一
七
日
司
法
瞥
察
官
問
。
邑
ミ

ヨ
皇
内
)
が

R
女
を
禁
鋼
刑
の
(
す
な
わ
ち
、
パ
イ
オ
ン
ヌ
検
事
局
か
ら
交
付
を
受
け
た
判
決
抄
本
の
)
執
行
の
目
的
で
逮
捕
し
た
。

R
女
は
こ
の
と
き
は

じ
め
て
異
議
棄
却
判
決
を
知
っ
た
の
で
あ
る

O
R女
は
同
月
一
九
日
に
控
訴
し
た
。
一
月
二
五
日
を
起
算
点
と
す
る
な
ら
ば
控
訴
期
間
は
徒
遇
さ
れ
て
い

た。

R
女
は
こ
の
間
一
貫
し
て
前
記
住
所
に
住
ん
で
い
た
。

判
旨
・

:
R
女
の
住
所
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
の
に
、
執
行
吏
は
、
民
訴
六
八
条
三
項
の
手
続
(
市
庁
に
差
し
置
い
て
そ
の
旨
を
書
留

北法39(5-6・1.10)1250 



郵
便
で
名
宛
人
に
通
知
す
る
)
を
踏
ん
で
い
な
い
。
本
件
送
達
の
法
規
適
合
性
(
「
巾
間
己
主
お
)
は
疑
わ
し
い
。

R
女
の
控
訴
は
適
法
(
円
。
円
雪
国
立
と
で
あ

る
。
〔
探
索
調
書
が
二
つ
作
製
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
載
か
ら
検
事
局
交
付
の
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ω
。EjE宵
g

の
評
注
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
場
合
は
防
禦
の
利
益
の
侵
害
は
明
ら
か
で
、
無
効

(
E
E
}
一
一
広
)
が
唯
一
適
切
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
で
、
判
旨
正
当
で
あ
る
〕
。

3 

名
宛
人
の
住
所
が
間
違
っ
て
い
る
場
合

i
lー
そ
の

名
宛
人
の
住
所
は
送
達
申
立
人
が
執
行
吏
に
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
送
達
行
為
書
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
送
達
申

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

立
人
が
①
誤
っ
て
真
の
住
所
で
な
い
所
番
地
を
住
所
で
あ
る
と
告
げ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
し
、
②
真
の
住
所
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
と
異
な
る
所

番
地
を
故
意
に
住
所
で
あ
る
と
告
げ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
で
も
、
本
人
交
付
送
達
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
執
行
吏
は
本
人
に
出
会

う
べ
く
告
げ
ら
れ
た
住
所
に
赴
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
通
常
本
人
に
出
会
う
こ
と
は
な
く
送
達
書
類
を
受
領
す
る
資
格

(
2
(
ハ
)
③
)
を
有

す
る
者
に
も
出
会
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
市
庁
に
差
置
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、
名
宛
人
が
送
達
書
類

に
記
載
の
住
所
の
所
番
地
に
実
際
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
2
(
ニ
)
①
)
。
だ
が
、
そ
こ
が
真
の
住
所
で
な
い
と

き
は
、
実
際
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
住
所
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
住
所
不
明
の
場

合
の
送
達

(
2
(
ホ
)
)
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
、

そ
の
送
達
は
有
効
か
。
右
の
①
と
②
の
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
判
例
を

紹
介
す
る
。
ま
ず
①
の
場
合
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

パ
リ
控
訴
院
一
九
七
六
年
一
一
月
一
九
日
判
決

C
・
h
・

T
-
H
S
ご
ご
∞
印
定
)
(
C
)

一
九
七
一
年
四
月
二

O
日
J
社
に
つ
き
ロ
A
E己
主
芯
ロ
の
宣
告
が
あ
っ
た
。

H
が
管
財
人
(
由
吉
岳
円
)
に
な
っ
た
。

H
は
、
職
務
上
、

J
社
の
支
配
人

(同母国三
)
S
に
対
し
七
五

O
一
五
フ
ラ
ン
の
支
払
い
を
訴
求
し
た
。
パ
ン
ト
ワ

l
ズ
商
事
裁
判
所
は
、

一
九
七
四
年
三
月
一
五
日
に
、
請
求
認
容
の
判

決
を
し
た
。

S
は
控
訴
し
た
。

H
は
S
の
住
所
を
ド
ラ
ン
シ

1
市
、
ア
ミ
チ
エ
広
場
と
示
し
た
。
し
か
し
、

S
の
住
所
は
ド
ラ
ン
シ

1
市
、
エ
ド
ゥ
ア
i

ル
・
リ
エ
ヴ
ア
ン
通
り
一
七
号
で
あ
っ
た
。
執
行
吏
は
呼
出
命
令
の
送
達
に
つ
き
、

一
九
七
四
年
一
月
二
三
日
に
探
索
調
書
を
調
製
し
た
。
〔
S
の
住
所
不
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説

明
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
|
筆
者
〕
。

一
九
七
四
年
二
月
二
二
日
に
呼
出
命
令
の
送
達
が
パ
ン
ト
ワ

l
ズ
検
事
局
に
な
さ
れ
た
。
こ
の
間
S
の
住
所

は
変
っ
て
い
な
い
。
〔

H
は
S
の
委
が
営
む
底
の
所
番
地
を

S
の
住
所
で
あ
る
と
思
い
こ
ん
だ
ら
し
い
〕
。

論

判
旨
:
・
呼
び
出
す
べ
き
名
宛
人
の
正
確
な
住
所
を
示
す
こ
と
は
訴
訟
手
続
行
為
書
の
根
幹
の
方
式
で
あ
る
。
こ
の
方
式
の
不
遵
守
は

S
か
ら
第
一
審

を
奪
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
自
体
防
禦
の
権
利
の
侵
害
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
一
月
一
一
一
ニ
日
及
び
二
月
一
三
日
の
送
達
行
為
は
い
ず

れ
も
無
効
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
一
九
七
四
年
三
月
一
五
日
の
判
決
の
無
効

(E=E)
を
宣
言
す
る
。
こ
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
は

適
法
令
。
円
。
〈
血
豆
乙
で
あ
る
。
〔
こ
の
判
決
は
事
件
を
月
ロ
〈
乞
し
て
い
な
い
。
]
〉
・
の
評
注
に
は
、

H
は
正
確
な
住
所
を
示
し
て
再
度
訴
え
を
起
ヲ
」
す

」
と
が
で
き
よ
う
と
あ
る
〕
。

パ
リ
控
訴
院
一
九
七
七
年
九
月
二
九
日
判
決
吉
凶
N
E
-
s
a
-
N
・
2
N
)
(
D
)

一
九
七
五
年
二
月
四
日

S
社
に
つ
い
て
ロ
D
口
広
三
芯
ロ
の
宣
告
が
あ
っ
た
。

R
が
管
財
人
と
な
っ
た
。

R
は
K
(
S社
の
経
営
役
員
会
の
長
で
あ
っ
た
)

に
五

O
万
フ
ラ
ン
の
支
払
い
を
訴
求
し
た
。
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
商
事
裁
判
所
は
一
九
七
六
年
一

O
月
七
日
に
請
求
認
容
の
欠
席
判
決
を
し
た
。

K
の
住
所
は

パ
リ
市
、

フ
ォ

l
ブ

l
ル
・
サ
ン
・
マ
ル
タ
ン
通
り
二
五
八
号
で
あ
っ
た
。
執
行
吏
は
同
通
り
一
一
八
号
に
お
い
て
送
達
を
試
み
た
。
結
局
、

一
九
七
五

年
一

O
月
八
日
に
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
検
事
局
に
送
達
書
類
を
交
付
し
た
。

K
は
控
訴
し
た
。

判
旨
:
・

K
の
住
所
が
右
二
五
八
号
で
あ
っ
た
こ
と
は
真
で
あ
る
。
こ
の
住
所
は

S
社
の
定
款
に
も

S
社
の
商
業
登
記
に
も
明
記
し
て
あ
る
。

K
は
百
喚

状
送
達
の
日
も
判
決
送
達
の
日
も
こ
の
住
所
に
居
た
。

K
は
防
禦
を
保
障
さ
れ
ず
第
一
審
を
奪
わ
れ
た
。

K
の
控
訴
は
適
法
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
一

O

月
八
日
の
〔
召
喚
状
の
〕
検
事
局
送
達
の
無
効
を
宣
言
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
一
九
七
六
年
一

O
月
七
日
の
判
決
の
無
効
を
宣
言
す
る
。
〔
の
ミ

2
2
の

評
注
は
、
判
決
に
対
し
て
は
無
効
な
し
の
原
則
が
、
こ
の
場
合
に
、
上
訴
に
よ
り
、
阻
ま
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
〕
。

4 

名
宛
人
の
住
所
が
間
違
っ
て
い
る
場
合
ー
ー
そ
の
二

次
は
前
記
②
の
場
合
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

北法39(5-6・1.12) 1252 



パ
リ
控
訴
院
一
九
八

O
年
一
一
一
月
一
九
日
判
決

(
0
・
5
お・

8
H
)
(
E
)

R
に
対
す
る
判
決
に

R
の
住
所
と
し
て
リ

l
ル
市
、
リ
ベ
ル
テ
大
通
五
六
号
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
。
ハ
リ
大
審
裁
判
所
一
九
七
九
年
三
月
二
二
日
の
こ

の
判
決
は
一
九
七
九
年
五
月
一
七
日
に
送
達
さ
れ
た
が
、
送
達
は
リ

l
ル
市
庁
へ
の
差
置
の
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

R
は
一
九
七
九
年
八
月
一
三
日

に
控
訴
し
た
。

送
達
行
為
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
執
行
吏
は

R
の
住
所
で
あ
る
リ
l
ル
市
、
リ
ゥ

l
ル
広
場
合
口
ぴ
同

2
5門
ぜ
》
に
赴
き
、
そ
こ
で

R
に
出
会
わ
ず
、

書
類
を
受
け
と
る
こ
と
を
承
諾
す
る
者
を
一
人
も
見
付
け
え
ず
、

R
が
そ
こ
に
実
際
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
リ
ー
ル
市
庁
に
送
達
し
た
。

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

被
控
訴
人
は
執
行
吏
を
審
理
に
呼
び
出
し
た
(
ヨ
目
。

g
g
c
Z
)
〔互
z
g
g
c間
に
つ
い
て
は
、

5
5
2
?の
E
R
E三
-
望
号
怠
RonFi-m
・
2
・
HNS
を
み

ょ
。
本
件
の
訴
訟
の

E
Z
g
n
E
8
は
第
五
五
五
条
に
よ
る
も
の
か
?
|
|
筆
者
〕
。
執
行
吏
は
自
己
の
防
禦
の
た
め
に
一
九
八

O
年
七
月
二
九
日
に
上
申
書
室
R
g

品

mn
コZ
m
)
を
告
知

(
8
5
5
5
5
5吋
)
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
執
行
吏
が
、
別
件
訴
訟
に
つ
い
て
の
送
達
の
経
験
か
ら
、

R
が
判
決
記
載
の
住
所
か
ら
転
居

し
て
い
る
こ
と
及
び
実
際
の
住
所
が
執
行
更
が
送
達
の
た
め
に
赴
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

R
は
判
決
の
送
達
(
執
行
吏
が
現
に
送
達
を
試
み
た
住
所
は
偽
で
あ
る
)
の
無
効
及
び
控
訴
の
適
法
令
R
2与
一
巾
)
を
主
張
し
た
。
被
控
訴
人
は
控
訴
は
適
法

と
し
て
判
決
の
送
達
は
適
法
(
芯
間
三
寄
乙
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

判
旨
:
・
執
行
吏
が
送
達
を
試
み
た
住
所
が
偽
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は

R
の
仕
事
で
あ
る
。

R
は
こ
れ
を
証
明
し
て
い
な
い
。
執
行
吏
は
判
決

に
記
載
さ
れ
た
住
所
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
こ
で
な
ら
名
宛
人
に
有
効
に
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
知
っ
て
い
る
場
所
で
名
宛
人
本
人
に
交
付
し

ょ
う
と
す
る
完
全
な
理
由
を
も
っ
て
い
た
。

R
の
こ
の
点
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

(
E
2
5

O
R
E
-凶
の
評
注
は
、

R
に
住
所
を
隠
し
た
不
正
行
為

(『
E
Eと
が
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
不
正
行
為
の
性
質
を
被
控
訴
人
に
害
(
四
号
『
)
を
起
こ
す
も
の
と
見
て
い
る
。
被
控
訴
人
(
原
告
)
が

判
決
を
執
行
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
害
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
評
注
は
、
完
全
に
適
法
な
送
達
の
後
一
カ
月
を
徒
過
し
た
後
の

R
の
控
訴

は
不
適
法
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
評
注
は
、
さ
ら
に
、
被
控
訴
人
は
、

R
が
住
所
を
偽
っ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
一
九
八

O
年
一
月
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説

二
一
日
に
本
案
の
弁
論
を
し
、
そ
の
後
に
、
執
行
吏
の
上
申
書
に
よ
り
は
じ
め
て
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
本
案
前
に
な
す
べ
き
〔
し
な
い
と
無
効
が
治

癒
さ
れ
る
。
第
一
一
一
一
条
|
筆
者
注
〕
控
訴
無
効
を
主
張
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
解
説
し
て
い
る
)
。

論

破
棄
院
民
事
第
二
部
一
九
五
五
年
一

O
月
二
一
日
判
決
(
}
わ
司
・

5
8
弓

5
3
(
F
)

掲
載
誌
の
紹
介
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
《
被
申
立
人
が
居
住
し
て
い
な
い
所
番
地
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
欠
席
レ
フ
ェ
レ
〔
仮
処
分
に
類

す
る
も
の
筆
者
注
〕
命
令
の
送
達
は
、
申
立
人
が
そ
の
相
手
方
の
新
居
所
を
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
上
訴
期
間
を
走
ら
せ
な
い
》
。
つ
ま
り
上
訴
で
き
る
状

態
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
送
達
が
無
効
で
そ
の
日
が
上
訴
期
間
が
走
り
出
す
起
算
日
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

破
棄
院
民
事
第
二
部
一
九
七
五
年
二
月
一
二
日
判
決

C
a
n
-
句・

5a
ミ

g
E
)
(
G
)

C
夫
婦
が

P
夫
婦
を
訴
え
た
。
召
喚
状
は

P
夫
婦
の
ピ
ュ
ト
ウ
市
に
あ
る
住
所
に
送
達
さ
れ
た
。

P
夫
婦
が
送
達
し
た
弁
論
書

(
2
2
Z位。ロ
ω)

に
も

こ
の
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
住
所
の
記
載
が
あ
る
判
決
を

C
夫
婦
は
執
行
吏
を
し
て
送
達
さ
せ
た
。
こ
の
住
所
で
、
執
行
吏
は

P
夫
婦
に
出
会

わ
ず
、
書
類
を
受
領
す
る
資
格
の
あ
る
も
の
も
存
せ
ず
、
し
か
し
、
そ
こ
が
住
所
で
あ
る
〔
転
居
の
手
続
を
と
ら
な
い
限
り
住
所
で
あ
る
と
さ
れ
る
ら
し
い

l
筆
者

注
〕
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
執
行
吏
は
一
九
七
二
年
七
月
三
一
日
に
ピ
ュ
ト
ウ
市
役
所
に
差
置
を
し
、
そ
の
旨
を
受
取
書
付
書
留
郵
便
で
通
知

し
た
。
受
取
書
が
執
行
吏
に
一
戻
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
判
決
の
送
達
の
日
に
は

P
夫
婦
は
パ
・
ド
・
カ
レ
県
の
ラ
コ
ン
に
引
越
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
を

C
夫
婦
は
判
決
を
送
達
さ
せ
る
と
き
に
知
っ
て
い
た
。

P
夫
婦
は
一
九
七
二
年
一

O
月
二
五
日
に
控
訴
し
た
。
ド
ウ
ェ
控
訴
院
は
一
九
七
三
年

七
月
三
日
、
控
訴
期
間
徒
過
後
の
控
訴
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
控
訴
を
却
下
し
た
。

P
夫
婦
は
破
棄
申
立
て
を
し
た
。

C
夫
婦
が

P
夫
婦
の
現
住
所
を
知

り
な
が
ら
旧
住
所
に
送
達
さ
せ
た
の
は
、
判
決
に
詐
取
的
に
田
口
件
。
ユ
広
号

E
n
y
o印巾
]
E
m
m
巾
(
既
判
事
項
の
権
威
)
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
し

た。
判
旨
・

:
P夫
婦
は
そ
の
最
終
の
弁
論
書
の
中
に
ラ
コ
ン
に
あ
る
住
所
を
記
載
す
べ
き
で
あ
っ
た
し
、
旧
住
所
を
受
け
も
つ
郵
便
局
に
住
所
の
所
番
地

の
変
更
の
届
出
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。
原
審
が
、
本
人
交
付
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
判
断
し
、
執
行
吏
に
よ
る
市
庁
へ
の
差
置
は
適
法
で
あ
る
と
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し
た
こ
と
、

P
夫
婦
が
書
類
の
内
容
を
知
る
こ
と
を
妨
げ
る
意
図
(
『
E
Eぬ
)
が

C
夫
婦
に
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
破
棄
申
立
て

を
棄
却
す
る
。
〔
』
・
〉
・
は
評
注
に
お
い
て
、
防
禦
の
権
利
を
守
る
こ
と
は

P
夫
婦
の
仕
事
で
あ
り
、

P
夫
婦
が
こ
れ
を
し
て
い
な
い
と
き
は
C
夫
婦
が

P
の
新
住
所
を
知
り
な
が
ら
旧
住
所
に
送
達
さ
せ
る
の
は
よ
く
な
い
と
は
い
え
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
〕
。

破
棄
院
民
事
第
二
部
一
九
七
六
年
一

O
月
二
七
日
判
決
(
の
日
目

E
一・

5
?
?
5
)
(
H
)

掲
載
誌
に
は
要
旨
し
か
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
紹
介
す
る
。
控
訴
審
判
決
が
、
送
達
行
為
書
の
記
載
に
は
《
現
に
フ
ラ
ン
ス
に
そ
し
て
外
国
に

知
れ
た
る
住
所
も
居
所
も
な
し
》
と
あ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
、
被
告
の
住
所
が
外
国
に
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
外
国
の
ア
ド
レ
ス
を
当
該
判
決
を
得
た
当
事

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

者
は
知
っ
て
い
た
こ
と
を
認
定
し
た
こ
と
、
以
上
の
こ
と
は
不
正
規
で
あ
り
、
こ
の
不
正
規
性
(
町
芯
間
三
白
ユ
応
)
は
な
さ
れ
た
送
達
を
回
収
疲
あ
る
も
の
と

し
、
ひ
い
て
名
宛
人
へ
の
ま
口
(
間
『
互
)
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
対
審
(
と
み
な
さ
れ
る
)
判
決
の
検
事
局
に
な
さ
れ
た

送
達
は
適
法
で
は
な
く
上
訴
期
間
を
走
ら
せ
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
こ
と
、
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
他
の
こ
と
を
取
り
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
原
判
決
は

正
当
な
り
、
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

破
棄
院
民
事
第
二
部
一
九
七
七
年
六
月
一
六
日
判
決
(
の
ωN
・目よ
-
5
3
-
N喧

N
E
)
(
I
)

掲
載
誌
に
お
け
る
右
判
決
の
紹
介
が
簡
単
に
過
ぎ
る
。
外
国
人
た
る
筆
者
に
は
理
解
が
困
難
で
あ
る
。
多
少
想
像
を
交
え
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

送
達
は
検
事
局
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
は
送
達
行
為
書
に
記
載
さ
れ
る
。
原
審
に
お
い
て
、
名
宛
人
が
、
自
分
が
営
む
職
業
の
場
所
を
居
住
の
場
と

し
て
い
た
こ
と
は
確
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
送
達
(
申
立
)
人
(
}
何
盟
問
E
E
E
)
、
が
名
宛
人
の
住
所
の
変
更
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
確
定
さ

れ
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
で
原
審
は
当
該
送
達
を
有
効
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
以
上
確
か
め
ら
れ
た
事
実
か
ら
、
他
方
当
事
者
は
名
宛
人
の
労
働
の

場
所
(
勤
務
先
)
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
、

一
九
七
二
年
八
月
二
八
日
デ
ク
レ
第
一
九
条
に
よ
れ
ば
、
勤
務
先
も
ま
た
知
れ
な
い
場

合
に
し
か
検
事
局
送
達
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
控
訴
院
判
決
は
破
棄
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

エ
ッ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ア
ン
ス
控
訴
院
一
九
八
五
年
一

O
月
一
八
日
判
決
(
ロ
・

ω
・
5
g
-
Z
-
E百
M
M
H
)
(
J
)
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説

掲
載
誌
に
は
要
旨
の
み
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
原
告
債
権
者
は
被
告
債
務
者
の
現
実
の
住
所
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
執
行
吏
に
召
喚
状
を
他
の
市
の
他

の
所
番
地
に
送
達
さ
せ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
正
当
な
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
。
執
行
吏
は
原
告
が
示
し
た
所
番
地
に
赴
い
た
。
彼
は
そ
こ
で

E命

当
然
の
こ
と
な
が
ら
名
宛
人
に
出
会
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
書
類
を
受
領
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
者
も
居
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
市
庁
に
差
置
を
し
た
。

差
置
か
れ
た
召
喚
状
は
引
き
取
ら
れ
な
か
っ
た
。

判
旨
・
:
本
件
に
お
い
て
は
、
本
人
交
付
送
達
(
第
六
五
四
条
)
が
さ
れ
て
い
な
い
。
住
所
送
達
(
第
六
五
五
条
)
も
さ
れ
て
い
な
い
。
〔
こ
の
こ
と
は
送
達
申

立
人
が
送
達
で
き
な
い
所
番
地
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
|
筆
者
補
〕
。
上
記
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
は
無
効
と
さ
れ
る
(
第
六
九
三
条
)
。
本
件
の
召
喚
は
こ
の
意

味
で
無
効
で
あ
る
。
こ
れ
は
形
式
の
無
効

(E己
志
島
内
問
。
「
目
。
)
〔
実
体
の
無
効
、

E
=円

2
1
0
E
に
対
す
る
も
の
|
筆
者
注
〕
で
あ
る
。
形
式
の
無
効
は
当
該
違

法
が
相
手
方
に
害
を
惹
き
起
こ
し
た
こ
と
を
無
効
を
主
張
す
る
相
手
方
が
証
明
し
た
場
合
に
の
み
裁
判
所
が
言
い
渡
す
(
第
二
四
条
二
項
)
。
し
か
し
、
第

一
一
審
に
訴
訟
を
係
属
さ
せ
る
本
件
の
召
喚
状
の
送
達
は
相
手
方
を
呼
ば
な
い
で
裁
判
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
穀
庇
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
暇
庇
(
〈

E)

は
実
体
の
無
効
を
成
す
。
と
こ
ろ
で
、
実
体
の
無
効
は
害
(
問
コ
え
)
が
生
じ
た
か
否
か
を
問
う
こ
と
な
く
こ
れ
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、

あ
る
場
合
(
第
二
九
条
、
第
一
一
一
O
条
)
に
は
職
権
を
も
っ
て
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
本
件
の
送
達
の
無
効
は
害
の
有
無
を
問
う
こ
と
な
く
言

い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。
百
喚
が
無
効
で
あ
る
と
き
は
、
訴
訟
係
属
は
有
効
で
は
な
く
、
第
一
審
裁
判
所
で
の
百
喚
に
続
く
手
続
の
す
べ
て
を
、
裁
判
官

の
裁
判
も
含
め
て
、
無
効
と
す
る

(
E
E
Z司
)
べ
き
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
訴
訟
を
審
理
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
両
当
事
者
が
裁
判
を
欲
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
度
び
適
法
に
係
属
し
た
第
一
審
裁
判
所
に
両
当
事
者
を
移
送
す
る
。

5 

ま
と
め

(
イ
)
送
達
は
書
類
の
内
容
を
名
宛
人
本
人
に
知
ら
し
め
る
手
続
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
書
類
の
本
人
交
付
が
原
別
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
名
宛
人
の
住
所
・
居
所
・
勤
務
先
が
不
明
で
も
執
行
吏
は
本
人
探
索
の
手
段
を
尽
く
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
名
宛
人
の

住
所
・
居
所
・
勤
務
先
で
本
人
交
付
に
至
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
交
付
す
れ
ば
本
人
に
渡
る
で
あ
ろ
う
と
社
会
通
念
上
考
え
ら
れ
る
者
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に
住
(
居
)
所
に
お
い
て
送
達
書
類
を
交
付
す
る
。
そ
れ
に
も
至
ら
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
市
庁
に
差
し
置
く
。
住
所
送
達
も
市
庁
差
置
送

達
も
、
名
宛
人
の
住
(
居
)
所
が
わ
か
っ
て
い
て
名
宛
人
が
そ
こ
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
名
宛
人
の

住
所
・
居
所
・
勤
務
先
が
遂
に
不
明
で
あ
る
場
合
に
は
じ
め
て
第
六
五
九
条
送
達
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
日
本
の
公
示
送
達
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
。

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

(
ロ
)
送
達
名
宛
人
の
真
の
住
(
居
)
所
で
な
い
所
番
地
を
住
所
で
あ
る
と
前
提
し
て
な
さ
れ
た
送
達
は
、
偶
然
に
本
人
交
付
が
で
き
れ
ば

そ
の
限
り
で
有
効
で
あ
る
が
(
判
例
A
参
照
)
、
ま
た
、
送
達
名
宛
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
居
住
し
て
い
な
い
住
所
を
前
提
と
す
る

こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
送
達
は
無
効
で
は
な
く
(
判
例
G
)
、
ま
た
偶
然
に
実
際
の
住
所
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
き
は
有
効
で
あ
る
が
(
判
例
E
て
こ
の
よ
う
な
場
合
を
除
け
ば
、
送
達
名
宛
人
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
な
く
し
て
、
居
住
し
て
い
な
い

住
所
を
前
提
と
す
る
送
達
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
執
行
吏
に
手
続
上
の
落
度
が
な
く
て
も
、

一
般
に
は
送
達
無
効
で
あ
る
。
送
達
申
立
人
が

誤
っ
て
真
の
住
所
で
な
い
所
番
地
を
指
示
し
た
場
合
で
あ
る
か
(
判
例
C
、
判
例
D
)
、
真
の
住
所
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
と
異
な
る
所
番
地
を
住
所

と
指
示
し
た
場
合
(
判
例
F
、
判
例
H
、
判
例
J
。
な
お
勤
務
先
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
判
例
I
)
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
種
の
無
効
は
、

送
達
が
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
形
を
踏
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
、
形
式
に
お
け
る
暇
杭
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
で
、
形
式

の
無
効
の
一
種
に
属
す
る
。

(
ハ
)
召
喚
状
の
送
達
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
名
宛
人
が
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
な
く
、
手
続
が
判
決
に
ま
で
至
っ
た

と
き
は
、
名
宛
人
は
防
禦
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
態
を
、
あ
る
判
例
は
そ
こ
に
実
体
の
無
効
が
存
す
る
の
と

同
じ
で
あ
る
と
評
価
し
(
判
例
J
)
、
他
の
判
例
は
無
効
が
名
宛
人
に
害
を
生
ぜ
し
め
た
と
評
価
す
る
(
判
例
B
、
判
例
C
、
判
例
D
。
判
決
の
送
達
に
つ

き
判
例
H
)
。
法
律
上
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
訴
訟
に
お
い
て
当
該
無
効
を
言
い
渡
す
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
。
原
則
と
し
て
形
式
の
無
効

の
抗
弁
に
対
し
て
は
害
を
加
え
て
い
な
い
と
き
は
訴
訟
に
お
い
て
無
効
言
渡
し
を
し
な
い
。
実
体
の
無
効
(
例
え
ば
、
訴
訟
無
能
力
者
の
訴
訟
行
為
の
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説

無
効
。
第
二
七
条
)
の
抗
弁
に
対
し
て
は
害
の
惹
起
の
有
無
を
問
わ
ず
訴
訟
に
お
い
て
無
効
を
言
渡
す
(
第
二
九
条
)
。
形
式
の
無
効
の
抗
弁
に

対
し
て
は
害
の
惹
起
が
証
明
さ
れ
る
と
き
は
訴
訟
に
お
い
て
無
効
を
言
渡
す
。
そ
う
す
る
と
、
召
喚
状
の
送
達
の
無
効
の
場
合
に
は
、
こ
れ

を
実
体
の
無
効
に
準
ず
る
と
評
価
し
よ
う
と
、
生
一
口
あ
る
形
式
の
無
効
と
と
ら
え
よ
う
と
、
無
効
が
言
渡
さ
れ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
害
は
防
禦
の
権
利
の
侵
害
で
あ
る
か
ら
と
く
に
証
明
す
る
ま
で
も
な
い
。

(
ニ
)
さ
て
、
召
喚
状
の
送
達
の
無
効
は
判
決
の
無
効
を
も
た
ら
す
(
判
例
C
、
判
例
D
、
判
例
J
)
。
こ
の
限
り
で
「
判
決
の
無
効
」
が
観
念
さ

れ
る
(
判
例
D
の
評
注
)
。
判
決
が
無
効
な
ら
第
一
審
の
判
決
は
ま
だ
存
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
判
決
の
無
効
を
宣
言
す
る
に
止
ま
る
例
(
判
例
C
)

論

(
こ
の
場
合
に
は
前
述
の
よ
う
に
、
訴
え
の
提
起
を
し
な
お
す
こ
と
に
な
る
ら
し
い
)
と
第
一
審
裁
判
所
に
差
し
戻
す
例
(
判
例
J
)

さ
れ
た
裁
判
所
で
は
す
で
に
適
法
な
係
属
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
差
し
戻
し
に
よ
っ
て
係
属
が
生
ず
る
の
か
?

(
差
し
戻

よ
く
分
ら
な
い
)

あ
る
。(

ホ
)
判
決
の
送
達
の
み
が
無
効
の
と
き
は
、
上
訴
期
間
は
走
ら
な
い
(
判
例
H
、
レ
フ
ェ
レ
命
令
に
つ
き
判
例
F
)
。
上
訴
は
許
さ
れ
る
(
判
決
の
無

効
な
送
達
の
後
六
年
以
上
も
経
っ
て
提
起
し
た
上
訴
を
適
法
と
し
た
例
あ
り
。
破
棄
院
民
事
第
二
部
一
九
八
四
年
一
一
月
一
一
一
一
日
判
決

C
E
n
-
H
y
s
g
弓
ち
)
で
あ
る
)
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
召
喚
状
の
送
達
の
無
効
が
判
決
の
無
効
を
も
た
ら
す
。
こ
の
場
合
に
は
事
件
は
第
一
審
か
ら
や
り
な
お
し
と
な
る
。

判
決
の
送
達
が
無
効
の
場
合
に
は
、
上
訴
期
聞
が
走
ら
な
い
か
ら
、
上
訴
の
提
起
が
許
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
上
訴
に
よ
り
開
始
さ

れ
た
上
級
審
の
手
続
に
お
い
て
、
上
訴
が
ま
ず
適
法
と
判
断
さ
れ
、
つ
い
で
上
訴
審
に
お
い
て
判
決
の
無
効
ま
た
は
送
達
の
無
効
が
言
い
渡

さ
れ
る
。
判
決
の
無
効
が
宣
言
さ
れ
る
か
ら
、
日
本
の
再
審
に
お
け
る
判
決
の
取
消
し
は
必
要
で
な
い
。
ま
た
、
上
訴
期
間
は
走
ら
な
い
と

さ
れ
る
か
ら
、
上
訴
期
間
徒
過
後
の
上
訴
の
追
完
と
い
う
観
念
の
入
る
余
地
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
も
日
本
の
再
審
に
相
当
す
る
制
度
は
あ

る

(
5
2
3
2『
m
i
gロ
)
。
そ
の
再
審
事
由
の
中
に
裁
判
所
の
決
定
が
当
事
者
の
守
自
己
巾
(
旧
法
時
に
は
宣
宮
5
5巴
で
あ
っ
た
)
に
よ
っ
て
ま

ん
ま
と
手
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
事
由
が
あ
る
(
第
五
九
五
条
一
項
一
号
)
。
し
か
し
、
名
宛
人
の
住
所
を
偽
っ
て
召
喚
状
の
送
達
を
偽
の
住
所
を

(
へ
)
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基
に
し
て
さ
せ
て
ま
ん
ま
と
判
決
を
得
た
場
合
に
つ
き
、
こ
の
事
由
に
あ
た
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
判
例
は
見
当
ら
な
い

F
E
n
c
-
-
8を
み
よ
)
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
な
ら
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
か
。

イ
ギ
リ
ス

1 

召
喚
令
状

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

(
イ
)
国
広
y
n
c
c三
に
お
け
る
民
事
の
手
続
は
、
さ
司

F
2
-
m
-
E
Z
D
m
g
E
g
o
s
-
2一
位
口
氏

5
m
g
c
z
oロ
。
コ

V2一
色
。
ロ
に
よ
り
開
始

す

る

(
0
・印・「
-
H
)

。
右
の
三
種
は
事
件
の
種
類
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る
。
当
ユ
円
(
令
状
)
に
よ
り
開
始
さ
る
べ
き
手
続
は
、

Z
3
か
ら
の
救

済
、
守
山
邑
を
原
因
と
す
る
請
求
、
義
務
違
反
に
基
づ
く
人
身
の
死
傷
ま
た
は
物
損
の
賠
償
、
特
許
権
侵
害
な
ど
の
事
件
の
手
続
で
あ
る
(
。
・

と
も
書
か
れ
る
。

?
?
N
)
。
当
ユ
丹
は
d
『
吋
一
円
。
『
印
gHMHHMOロ
印
(
召
喚
令
状
)

(
1
)
イ
ギ
リ
ス
に
は
い
ろ
い
ろ
の
裁
判
所
が
あ
る

omc司
z
g
m
n。
ロ
ユ
は
通
常
裁
判
所
の
一
つ
で
あ
る
。
印
ロ
旬

2
5ぬの
E
2
は
わ

ozユ
え
〉

E
g
-
と
固
有
E
わ
。
ロ
ュ
。
こ

z
E
2

と
の
『

O耳ロ

(UOZユ
と
か
ら
成
る
総
称
で
あ
る

(ω
ロ
官
話
自
命
。
。
ロ
ユ
〉

2
5
2
・
monc。
口
同
)
0

回
一
間
『
の
。
己
ユ
は
三
つ
の
庄
三
盟
。

E
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、

(UFω
ロ円。ミ

ロ
一
三
位
。
ロ

-
0
5
2・ω
∞
g
n
E
g三
位
。
ロ
・

E
E
q
o
z
E
E
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、

ρ
5
2‘

ω
回
g
s
u一三巴
g
の
管
轄
事
件
の
訴
訟
手
続
を
念
頭
に
お
く
。

(2)
月
三
宮
。
ご
FOω
ロ
胃
盟
国
内
わ
。
日
同
呂
町
印
が
手
続
規
則
を
定
め
て
い
る
。
今
日
ま
で
多
く
の
改
正
を
重
ね
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
閉
山
・

ω
-
C
と
略
す
る
。
い
く
つ
か
の

。
『
品
。
円
か
ら
成
る
。
各

O
E
R
が
い
く
つ
か
の
円
三
め
か
ら
成
る
。
以
下
に
お
い
て
、
た
と
え
ば

O
E司
E
・
g-ω
品
を
た
ん
に
C
・

g
・
吋
品
と
略
記
す
る
。

(3)
召
喚
令
状
の
方
式
は
岡
山
・

ω
ゎ
・
の
付
録
(
〉
右

g庄
三

A
の
書
式
(
司
2
ヨ
)
1
に
定
め
ら
れ
て
い
る
(
。
・
少
円
同
)
。
こ
の
法
定
書
式
の
用
紙
は
法
律
家
用
書
類
商
庖

(-E建
問
片
丘
一
。
ロ
司
)
で
売
っ
て
い
る
(
叶

FOω
ロ
望
。
ョ
ゅ
の
。

Z円
門
司
『
官
官

B
H由∞印-〈。
--H
同
》
型
門
戸
田

¥H¥H-
以
下
に
お
い
て
、
た
ん
に
た
と
え
ば
品
¥
同
¥
同
と
す
る
)
。
原
告

S
E口
氏
問
問
)
本
人
ま
た
は
原
告
の
事
務
弁
護
士

(ω
。
-
E
gユ
が
こ
の
書
式
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
召
喚
令
状
を
準
備
す
る
(
品
¥
同
¥
戸
由
¥
叶
¥
同
)
0

叶『。

∞
6
5
3
0
n
o
c『仲間半
R
E
B
は
』

2
0
F
を
編
集
長
と
す
る
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
の
手
に
成
る
も
の
で
、
俗
称
君
主
件
。
∞

oor
の
名
で
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
を
受
け
て
い

る。同》
H
M

ユ
同
は
。
三
耳
切
の
解
説
で
、
〈
。

-zE。
N
は
司

ω
2
N
か
ら
間
以
釦
三
回
∞
ま
で
を
含
み
、
書
式
そ
の
他
を
解
説
し
て
い
る
。
〈
。

-z
ヨ
mN
に
つ
い
て
は
、
欄
外
の
通
し
番
号

「万
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説

に
よ
り
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

E命

(
ロ
)
百
喚
令
状
の
記
載
事
項
は
法
定
書
式

1
吉
田
ユ

N-H)
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
被
告
の
住
所
に
つ
い
て
の
原
告
の
不
実
の
申
立
て
を

問
題
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
召
喚
令
状
に
被
告
の
住
所
を
記
載
す
る
こ
と
に
限
っ
て
、
事
項
を
調
べ
れ
ば
足
り
よ
う
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
召
喚
令
状
に
は
、
被
告
(
且
o
p
E同
三
)
の
氏
名

(
Eヨ
ぬ
)
及
び
所
番
地
(
白

E
Z
Z
)
が
記
載
さ
れ
る
。
被
告
の
所
番
地
が
不
明

で
あ
る
と
き
は
そ
の
知
れ
た
る
最
後
の
居
住
の
も
し
く
は
勤
務
の
場
所
を
、
召
喚
令
状
の
発
行

(
5
5
)
の
際
に
申
し
出
る
(
全
戸
¥
由
)
。

(
1
)
召
喚
令
状
は
、
原
告
(
ま
た
は
そ
の
事
務
弁
護
士
)
が
ま
ず
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
し
、
こ
れ
を
、

ρ
5
2唱

ω

∞g岳
盟
三
位
。
ロ
の
事
件
で
あ
る
と
き
は
、

ωロ司
2
5め
の
。
ロ
ユ

の
中
央
事
務
局
(
の

g円

Z
-
O
B
2
}
の
訴
訟
部
{
〉
2
5ロ
0

8創立
E
S
C
に
持
参
し
て
提
出
す
る

(
0
・
目
・
?
吋
(
同
)
(
釦
)
・
由
¥
吋
¥ω
ー
と
。
郵
便
に
よ
る
送
付
も
で
き
る

(司『山門
Z
n
o
u
-
5
2
Zロ
が
こ
の
こ
と
に
関
し
定
め
を
し
て
い
る
。
品
¥
吋
¥
吋
)
。
そ
こ
で
、
係
職
員

Z
B
Sこ
が
、
日
『

E
ア

-
2
5ア
ロ
ロ
E
F
q
を
書
き
込
み
(
例
え
ば
合
唱
E

N
Z
。
尽
句
。

Z
は
原
告
の
氏
名
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
。
番
号
は
そ
の
年
の
同
じ
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
氏
名
の
原
告
た
ち
の
受
付
番
号
順
。
白
色
各
号
ア
〈
己
・
ミ

3
3
H
H
T
5
z
g

認
印

2
2
3

を
す
る
(
晶
¥
吋
¥
P
O

少
『
・
吋

(

ω

)

)

。
以
上
の
経
過
の
全
体
を
令
状
の
発
行

(
2
E
O
)

と
い
う
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、
令
状
は
中
央
事
務
局
か
ら
発
行
さ
れ

る
(
。
少
司
・
ご
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、
発
行
は
当
事
者
の
行
為

2
2
)
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
司
法
行
為

C
E
-
n
E
R
C
で
は
な
い
と
い
う
説
明
が
あ
る
(
罰
¥
叶
¥
同
)

か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
原
則
と
し
て
、
召
喚
令
状
の
発
行
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
の
許
可

(-g〈
。
)
は
必
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
裁
判
所
は
発
行
を
拒
絶
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
罰
¥
吋
¥
】
)
。

召
喚
令
状
の
送
達

(
イ
)
本
稿
で
は
、

C
5
2
.印∞
gnyu--色
。
ロ
の
事
件
の
召
喚
令
状
の
開
口

m
E
E
と

者

巴

2
に
お
け
る

2 

(ω
口百円。
E
m
h
。
ロ
ユ
は
開
口
問
Z
3与
と

巧
色
。
回
の
裁
判
所
で
あ
る

o
E
3
2
P
E〉
2
5∞
Z
5
5三
)
自
然
人
へ
の
送
達
を
念
頭
に
お
く
。
召
喚
令
状
の
送
達
に
は
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。

本
人
交
付
送
達
(
宮

E
E
S号
。
)

吉
岡
)

で
あ
る

と
郵
便
に
よ
る
送
達
(
自
『
2
8
Z
吉
己
)
と
郵
便
受
函
投
入
送
達
(
間
『
2
8
Z
吉田

O
E
S
き
E
S
-
2
5ー

(
O
H
O
-

戸
同
)
。
こ
の
三
者
の
い
ず
れ
を
利
用
す
る
か
は
利
用
者
の
選
択
に
委
さ
れ
る

(
g
h
¥罰
)
。
後
二
者
は
本
人
交
付
送
達
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が
成
就
し
な
い
場
合
の
次
順
位
補
助
手
段
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

(
事
実
上
そ
う
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
)
。

(
注
)
送
達
は
宮
司
ω
。
E
-
由。吋〈一円。と

2
e
Eミ
四
2
f
m
と
に
大
別
さ
れ
る
。
前
者
は
い
わ
ば
本
人
交
付
送
達
で
あ
る
。
後
者
は
法
(
。
三
2
・
E
Z
)
が
本
人
交
付
送
達
を
要

求
し
て
い
な
い
書
類
の
送
達
で
あ
る

(
0
.
8
・
『
・
印
)
。
こ
れ
に
は
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
名
宛
人
の
自
身
の
所
番
地
に
書
類
を
差
し
置
く
こ
と
と
、
郵
便
に
よ
る
こ
と
と
、

裁
判
所
が
指
示
す
る
そ
の
他
の
方
法
と
で
あ
る

(
O
・
g-
『
・
印
)
。
こ
れ
ら
は
本
稿
の
対
象
外
と
す
る
。

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

(
ロ
)
本
人
交
付
送
達

送
達
行
為
は
原
告
が
行
う
こ
と
で
あ
る
。
原
告
は
自
身
で
行
う
か
ま
た
は
代
理
人
(
凶
岡
町
三
を
し
て
行
わ
せ
る
(
呂

¥EH)。
本
人
に
交
付

す
る
場
所
に
つ
い
て
は
、

住
所
に
お
い
て
と
か
勤
務
先
に
お
い
て
と
か
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い

(
出
血

Z
F
Z『
山
¥
田
戸
印
唱
え
開
口
問
-
田
口
己
含

Y
E
-
(以
下
、

た
ん
に
白
色
与
ロ
ミ
と
略
称
す
る
)
〈
三
・
勾
司
己
∞
)
(
し
か
し
、
無
制
限
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
王
宮
(
河
。
苫
二
》
包
即
日
)
の
構
内
に
お
い
て
は
、
王
が
不
在
の
場
合
で
も
、
な

さ
れ
た
送
達
は
無
効
と
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

g
b
¥印
)
。
本
人
交
付
送
達
の
方
法
は
、
本
人
を
発
見
し
、
こ
れ
と
面
接
し
、
書
類
を
手
渡
し
、
受
取
ら

な
い
と
き
に
は
、
書
類
の
内
容
・
性
質
を
告
げ
た
う
え
そ
の
場
に
差
し
置
く

(
-
8
5
名
宛
人
の
十
分
な
支
配
領
域
の
下
に
置
く
)
こ
と
で
あ
る
念
日
¥
N
¥

同

)

。

送
達
行
為
は
訴
訟
の
当
事
者
が
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
日
本
で
も
西
ド
イ
ツ
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
当
事
者

以
外
の
第
三
者
が
送
達
を
実
施
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
第
三
者
に
名
宛
人
の
住
所
が
不
明
で
あ
る
と
偽
る
こ
と
に
よ
り
、
第
三
者
の
責
め
に

帰
す
る
こ
と
な
く
、
送
達
不
能
の
状
態
を
作
り
出
し
、
も
っ
て
公
示
送
達
の
方
法
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ギ

リ
ス
で
は
、
送
達
者
で
あ
る
自
分
が
名
宛
人
の
住
所
を
不
明
と
偽
る
と
と
は
、
自
分
が
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
を
自
分
で
作
り
出

す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
後
に
再
度
触
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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説

(
注
)
あ
る
行
為
が
本
人
交
付
に
当
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
判
例
が
あ
る
。

被
告
が
在
室
す
る
部
屋
の
扉
の
隙
聞
を
通
し
て
コ
ピ
ー
を
差
し
置
い
て
、
そ
れ
は
召
喚
令
状
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
と
い
う
こ
と
で
は
十
分
で
な
い

R
Fユ
巴
ヨ
日

〈a

同
庁
宮
(
】
∞
怠
)
罰
ロ
除
「
民
酌
白
〔
被
告
本
人
に
面
接
し
て
い
な
い
か
ら
か
?
受
取
通
知
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
か
?
筆
者
〕
)
。
被
告
が
家
の
高
い
窓
際
に

い
て
、
令
状
送
達
人
が
屋
外
か
ら
上
を
向
い
て
被
告
を
呼
び
出
し
、
被
告
宛
の
令
状
を
持
参
し
て
い
る
旨
を
告
げ
、
コ
ピ
ー
を
上
に
掲
げ
て
被
告
が
こ
れ
を
見
る
よ
う
に
し
て
、

そ
れ
か
ら
被
告
の
妻
の
目
前
で
、
コ
ピ
ー
を
投
げ
込
ん
だ
、
と
い
う
場
合
、
十
分
で
な
い
と
判
示
さ
れ
た

(
Z
E
P
〈

巧

E
Z
(同∞主
)
N
U

除

F
8
)
。

あ
る
人
が
送
達
の
た
め
被
告
邸
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
被
告
の
女
召
使
が
庭
の
塀
ご
し
に
篭
を
出
し
た
の
で
そ
の
中
に
コ
ピ
ー
を
入
れ
た
が
、
そ
の
直
後
に
被
告
が
《
そ
ん
な
も

の
い
ら
な
い
、
戻
せ
》
と
女
召
使
に
雪
一
回
っ
て
い
る
の
が
聞
え
、
そ
の
後
に
な
っ
て
、
女
召
使
が
送
達
に
来
た
そ
の
人
に
コ
ピ
ー
を
被
告
に
渡
し
た
旨
を
告
げ
た
場
合
、
そ
れ
は
本

人
送
達
に
当
た
ら
な
い
と
判
一
不
さ
れ
た
(
。
。
問
問
出
戸
田
口
三
吉
岡
Z
君

q
P
2
e
c∞
主
)
H
N
Y向
'
h
r

巧

gω)。
被
告
本
人
に
封
筒
に
封
入
し
た
令
状
コ
ピ
ー
を
手
交
し
て

も
、
封
筒
の
中
味
が
令
状
コ
ピ
ー
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
な
い
と
き
は
十
分
で
な
い

a
g
A
E河
5
月
〈
ロ
ミ
宮
〔
同
∞
宏
〕
者
・

2
・
8
8
。
被
告
の
妻
も
し
く
は
知
れ
た

る
代
理
人
へ
の
送
達
は
、
完
全
な
(
問
。
。
且
)
送
達
で
は
な
く
(
司
ユ
吾
〈
・

0
。
コ
諸
国
}
(
F
2己
)

(

H

8

5

N

O

司
の
お
ご
、
妻
ま
た
は
代
理
人
が
そ
の
こ
と
を
被
告
に
伝
え

る
と
約
束
し
た
と
き
で
も
完
全
な
送
達
で
は
な
い

(
0
2芯
ω
〈
去
。

a
E
(広
ω
N
)

日わ・

h
w
}
包
ご
が
、
被
告
の
要
求
に
基
づ
き
こ
の
者
に
送
達
し
た
と
き
は
、
十
分
で
あ

る
よ
う
で
あ
る
(
富
。
三
間
0
5
0
ミ

h
w
n
。
〈
亡
命
『

g吾
包
除
わ
0

・
〔
H
S∞〕

H
C
-

∞-
h
ミ
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
住
む
被
告
に
対
し
、
彼
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
い
る
代
理

人
に
送
達
し
た
事
件
筆
者
)
。
以
上
、
判
例
は
古
い
が
、

g
b
bに
引
用
さ
れ
て
い
る
。
本
人
に
令
状
の
内
容
・
性
質
を
告
げ
て
そ
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
を
貫
こ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

論

(
ハ
)
本
人
交
付
送
達
の
承
認

被
告
は
、
送
達
さ
れ
た
百
喚
令
状
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
か
こ
れ
を
放
置
す
る
か
で
あ
る
。

(
1
)
対
応
の
仕
方
は
。
・
む
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
送
逢
の
承
認
(
〉
円
}
S
O呈
邑
悶
呂
ゆ
え
え
∞
耳
〈
R
O
)
に
よ
り
対
応
す
る
。
そ
の
書
式
は
法
定
さ
れ
て
い
る

(
O目
H
N
-

吋・

3
0

承
認
の
用
紙
は
令
状
の
用
紙
に
つ
な
が
っ
て
い
る
(
。

5
・
「
同
(
罰
)
)
。
承
認
は
、
被
告
が
、
自
分
が
居
住
す
る
場
所
の
所
番
地
を
特
定
し
署
名
す
る
こ
と
で
あ
る

(
C
-
H
N
-

司・

ω

・
H
N
¥
ω
¥
N
)
。
こ
れ
を
用
紙
に
記
入
す
る
。
以
後
こ
の
所
番
地
が
彼
へ
の
送
達
の
宛
先
と
な
る
公
立
斗
)
。
承
認
は
送
達
の
事
実
の
承
認
で
あ
っ
て
、
令
状
の
ま
た
は
そ
の

送
達
の
不
適
法
な
ど
を
鈴
め
る
権
利
を
放
棄
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
(
。
-
H
N
-

『
ご
。
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と
こ
ろ
で
、
召
喚
令
状
に
は
〈
こ
の
令
状
の
あ
な
た
へ
の
送
達
の
後
、
送
達
の
白
か
ら
数
え
て
、
一
四
日
以
内
に
、
あ
な
た
は
請
求
を
満
足
さ
せ
る
か
も
し
く
は
本
訴
を
争
う

意
図
を
も
つ
か
否
か
を
こ
の
令
状
に
つ
な
が
る
「
送
達
の
承
認
」
の
中
で
述
べ
て
こ
れ
を
下
記
の
裁
判
所
事
務
局
に
返
戻
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う
文
言
が
あ
る

(
送
還
の
日
と
は
こ
の
場
合
は
被
告
本
人
に
令
状
コ
ピ
ー
を
交
付
し
た
日
で
あ
る
。
「
争
う
」
こ
と
は
、
本
案
に
つ
い
て
で
あ
る
か
訴
訟
要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
)
。

被
告
は
「
送
達
の
承
認
」
の
用
紙
に
召
喚
へ
の
対
応
を
記
入
す
る
。

被
告
は
「
送
達
の
承
認
」
の
用
紙
に
記
載
す
べ
き
こ
と
を
記
載
し
、
こ
れ
を
令
状
用
紙
か
ら
切
り
離
し
、
中
央
事
務
局
に
持
参
し
提
出
す
る
(
。
H
N

・
円
同

(
8
.
司

ω
ユN
.

申
郵
便
で
送
る
方
法
も
あ
る
)
。
送
達
が
承
認
さ
れ
た
日
は
「
送
達
の
承
認
」
が
当
該
事
務
局
に
お
い
て
受
領
さ
れ
た
臼
で
あ
る

(
0
・H

N

・
ア
同
(
印
)
)
。

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

被
告
が
召
喚
令
状
に
対
し
、
対
応
(
原
告
の
請
求
を
満
足
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
争
う
意
図
を
通
知
す
る
)
を
せ
ず
、
こ
れ
を
放
置
す
る
と

き
は
、
原
告
は
欠
席
判
決
の
登
録
の
手
続
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る

(
4
)
。

(
ニ
)
郵
便
に
よ
る
送
達

郵
便
に
よ
る
送
達
(
自

2
5
S
官
民
)
は
召
喚
令
状
の
送
達
の
場
合
に
は
通
常
の
一
等
郵
便
に
よ
り
被
告
の
通
常
の
所
番
地
も
し
く
は
最
後

の
知
れ
た
る
所
番
地
に
送
付
す
る
こ
と
で
あ
る

(
O
・
g-

『

'

H

(

N

)

(

国
)
)
。
こ
の
場
合
送
達
の
日
は
原
則
と
し
て
送
付
の
日
の
後
七
日
目
の
日

(。

5
・「
-

H

(

ω

)

(

白
)
)
(
実
際
は
も
っ
と
後
で
あ
る
と
の
反
証
は
許
さ
れ
る
0
5ミ
∞
)
。
郵
便
に
よ
る
送
達
は
郵
便
制
度
を
利
用

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る

し
て
本
人
受
領
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

一
等
郵
便
に
お
い
て
は
、
名
宛
人
に
配
達
さ
れ
た
場
合
と
配
達
が
成
就
し
な
か
っ
た
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
郵
便
物
が
郵
便

局
か
ら
返
戻
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
の
場
合
に
は
不
配
達
と
し
て
返
戻
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
郵
便
に
よ
っ
た
手
続
が
適
正

で
し
か
も
返
戻
が
な
い
場
合
に
は
名
宛
人
に
正
当
に
(
主
可
)
配
達
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
名
宛
人
に
不
配
達
と
し
て
返
戻
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
郵
便
制
度
の
利
用
の
手
続
自
体
は
適
正
で
あ
っ
て
も
、
正
当
に
(
己
ロ
ぞ
)
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
と
取
り
扱
わ
れ
る
(
呂
¥
同
¥
叶
)
。

郵
便
に
よ
る
送
達
が
適
法
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
は
、
召
喚
令
状
の
原
告
に
よ
る
送
達
の
場
合
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説

に
は
、
原
告
が
、
自
分
の
見
解
に
よ
れ
ば
郵
送
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
令
状
の
コ
ピ
ー
は
被
告
の
知
る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
旨
(
を

の

宣

誓

供

述

書

官

S
E芸
・
そ
の
現
行
実
務
書
式
は

E
ユ

N・
S-適
正
に
郵
便
に
出
し
た
こ
と
及
び
郵
便
局
か
ら
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

結
論
と
す
る
と
こ
ろ
)

論

を
記
す
)
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と
で
あ
る

(0・

5
-
ぺ

H
(
ω
)
(『
)
)
。
裁
判
所
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
送
達
の
適
法
の
一
応
の
証
明
あ
り
と
す

る
郵
便
に
よ
る
送
達
は
、
こ
の
場
合
、
名
宛
人
の
所
番
地
不
明
の
場
合
に
は
利
用
で
き
ず
、
名
宛
人
の
所
番
地
を
偽
る
と
き
は
郵
便
局
か
ら

返
戻
さ
れ
て
適
法
の
送
達
な
し
と
取
り
扱
わ
れ
る
。
再
度
、
本
人
送
達
ま
た
は
郵
便
送
達
を
せ
ざ
る
を
え
な
い

(
g
h
b
)
。
だ
か
ら
、
住
所
不

明
と
偽
っ
た
り
、
偽
の
住
所
を
住
所
と
す
る
こ
と
は
、
送
達
が
実
施
不
能
で
あ
る
(
後
述
3
(
ハ
)
)
と
い
う
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。

(
1
)
郵
便
制
度
を
利
用
す
る
場
合
の
郵
便
の
種
類
は
、
「
普
通
」
(
。
E
E出
ミ
)
で
あ
る
こ
と
、
「
一
等
」
(
『
弓
鬼
門
一

Eω)
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
前
納
済
み
」

G
R
E
-
-
g
も

し
く
は
「
前
納
不
要
」
(
一
口
『
命
的
芳
三

O問
者

E
n
F
買
高
ミ
5
8門戸田口。ご・
2
E「
作
品
)
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
普
通
」
郵
便
と
し
た
の
は
、
書
留
郵
便
(
円
。
開
E
R
E
吉
田
門
)

及
び
配
達
証
明
郵
便

(
5
2
E
E
乱。
-
2
R可
)
を
排
斥
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
ら
の
郵
便
方
法
に
お
い
て
は
被
告
が
書
簡
を
受
け
る
こ
と
を
拒
む
機
会
を
も
た
な
い
か
ら
、

原
告
は
か
か
る
方
法
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
解
さ
れ
て
い
る
(
回
全
戸
¥
叶
)
。
普
通
郵
便
に
お
い
て
は
配
達
人
が
名
宛
人
に
配
達
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
、
局
に

も
ち
戻
り
、
不
配
達
(
ロ
ロ
号
ロ
話
『
邑
)
郵
便
物
と
し
て
、
差
出
人
に
返
送
す
る
。
郵
便
に
は
一
等
郵
便
と
二
等
郵
便
が
あ
り
、
前
者
で
な
い
も
の
が
後
者
で
あ
っ
て
、
一
等
郵

便
は
郵
便
に
付
し
た
日
の
翌
日
に
配
達
さ
れ
、
二
等
郵
便
は
郵
便
に
付
し
た
日
の
翌
々
日
に
配
達
さ
れ
る
(
句
白
ユ
ω
・
吋
由
ω
)
。
前
納
は
正
規
の
郵
便
料
を
支
払
い
ず
み
と
い
う

そ
れ
だ
け
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
(
ロ
ロ
《
E
z
q
a
の
意
味
は
、
宛
先
に
居
住
し
て
い
な
い
の
で
名
宛
人
に
郵
便
物
を
到
達
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

宛
先
に
居
住
は
し
て
い
る
が
本
人
に
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
の
で
あ
ろ
う
)
。

(2)
右
の
「
推
定
」
は
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
一
応
の
証
明

G
ユ
自
由

E
C。
2
E
g
n
g
で
あ
る
(
〉
¥
印
。
巳
可
吉
各
三
ヨ
〈

Z
2
2
E司ヨ
g
円J
「

g
eコ
問
ピ
ヨ
{
広
島
〔

HSN〕

日
。
・
∞
・
出
土
〔

H
S
N〕
Nd司
.F.HN回
目

Nお
一
〔

HSN〕
N
E
-
-
開
・
刃
包
∞

-n.
〉
・
一
回
白
官
。
『
∞
。
口
弘

2
5
2
F
E・
〈
・
〉
g
Zロ
句
3
5。同一。ロ∞ピ与・

2
2
0
)

〔忌吋
N〕

N
ρ

∞・

ωN町
一
〔
巴
吋
N〕

N
〉
=
何
・
向
山

E
印合

-{UE
〉
・
)
。
送
達
機
関
に
よ
る
返
一
一
戻
の
場
合
に
は
送
達
が
な
い
(
戸
。
E
u
gロ
吉
岡
「
』

z
m
a
g
m
〈

。
。
ロ
ロ
可
可
。
同

F。ロ色。ロ
C
C釦円円。司
ω
E印
芯
コ
凹
〉
百
円
福
田
]
凹

(UOBB-RmpoH
古
血
『
円
巾
問
。
∞
包
〔

5
8〕
H
C・
回
・
由
∞
N-HyghF
一
〔
】
由
印
由
〕
】
〉
]
一
開
閉
山
田
叶
?
日
)
・
ミ
由
一

回
otiR
〈
-
F巴
B
2
2
n。
弓
〔

H
S由〕

Ht司
・
円
、
白
河
・
∞
印
印
一
〔

H
g∞〕

N
〉
=
・
開

-m-
∞
CM-n-
〉・)。
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(
ホ
)
郵
便
受
函
投
入
送
達

被
告
の
通
常
の
所
番
地
ま
た
は
最
後
の
知
れ
た
る
所
番
地
に
郵
便
受
函

(-25ZH)
が
あ
る
と
き
は
、
令
状
の
コ
ピ
ー
を
封
筒
に
入
れ
て

封
印
を
し
こ
の
封
筒
の
宛
名
を
被
告
と
し
て
当
該
郵
便
受
函
に
投
入
す
る
方
法
で
送
達
す
る
こ
と
も
で
き
る

(
C
・

g-
『

-

H

(

日
)

(

σ

)

)

。
こ
の

場
合
に
は
郵
便
受
函
へ
の
投
入
の
日
の
後
七
日
目
の
日
を
送
達
の
日
と
す
る

(。
5
・
「
-

H

(

ω

)

(

釦
)
)
(
実
際
は
こ
の
日
よ
り
も
も
っ
と
後
で
あ
っ
た
と
の

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

反
証
は
許
さ
れ
る

0
5己
注
)
。
郵
便
受
函
投
入
送
達
は
郵
便
受
函
を
媒
介
と
し
て
本
人
受
領
に
至
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
送
達
の
場
合
も
、
送
達
が
適
法
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
当
事
者
が
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
は
宣
誓
供
述
書
に
よ

る
。
供
述
書
は
、
原
告
の
見
解
に
よ
れ
ば
被
告
の
所
番
地
の
郵
便
受
函
投
入
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
百
喚
令
状
は
被
告
の
知
る
と
こ
ろ
に
な
っ

た
は
ず
で
あ
る
と
締
め
く
く
る

こ
の
宣
誓
供
述
書
に
よ
る
証
明
が
偽
証
で
あ
っ
て
、
し
か
し
裁
判
所
が
こ
れ
を
信
用
し
て
、
た
と
え
ば
欠
席
判
決
を
与
え
た
場
合
が
生
申
す

る
と
、
被
告
の
救
済
の
必
要
が
生
じ
よ
う
。

(
そ
の
書
式
は
、
前
掲
句
釦
ユ
N
-
M
N由
)
。

召
喚
令
状
の
代
用
送
達

(
イ
)
召
喚
令
状
の
送
達
は
前
掲
の
三
つ
の
方
法
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
も
な
お
送
達
が
実
施
で
き
な
い
(
吉
司
3
2
5
z
m
)
場

3 
合
が
あ
り
う
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
代
用
送
達

(ω

与
え

E
E自
2
5
)
を
す
る
た
め
に
指
令
(
。
a
q
)
を
出
す

こ
と
が
で
き
る
( 

C 

0> 
U可. 
『

-
e‘ 
( 

炉~
) 

) 。

(
ロ
)
代
用
送
達
を
な
し
う
べ
き
場
合
は
、
本
人
交
付
送
達
(
上
述
し
た
と
こ
ろ
の
郵
便
に
よ
る
送
達
及
び
郵
便
受
函
投
入
送
達
も
巳

R
E丘
一
〈
巾
の
も

の
と
し
て
本
人
交
付
送
達
と
同
じ
く
扱
わ
れ
る
)
を
な
す
こ
と
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
あ
る
障
害
に
よ
り
実
施
不
能

(E胃
虫
色
円
白
豆
と
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
交
付
送
達
が
法
律
上
そ
も
そ
も
で
き
な
い
場
合
に
は
そ
の
代
用
の

(Eσ
住
吉
号
。
)
送
達
も

北法39(5-6・1.25)1265 



説

あ
り
え
な
い
(
司
王
且
〈
図
。
ロ
ロ

2
2
g
e
g悶
E
ニ
吋

(
N
)
Z
5∞
印
一
司
王
百
三
戸

ωヨ
可
岳

(Hg吋
)
宮
間

2
二叶
(
N
)
Z
回忌∞罰)。

(
ハ
)
本
人
交
付
送
達
が
実
施
不
能
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
状
態
か
。

o・
g-
「
-

H

は、

一
九
七
九
年
の
改
正
に
よ
り
、
本
人
交
付
送
達
と
並
ん
で

論

一
等
前
納
書
簡
郵
便
に
よ
る
送
達
ま
た
は
郵
便
受
函
投
入
送
達
を
選
択
す
る
こ
と
を
(
裁
判
管
轄
権
区
域
内
で
の
送
達
の
場
合
に
)
認
め
た
。
前
者
は
旧

法
の
下
で
は
代
用
送
達
の
方
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
(
旧
O

由
-
?
と
。
そ
こ
で
、
右
改
正
以
後
は
右
郵
便
に
よ
る
送
達
の
方
法
に
よ
る
代
用
送
達
は
必
要

で
な
く
な
っ
た
(
回
全
史
ω
・
出
色
谷
ミ
ア
〈
O

一
ミ

E
E
-
-包
E
R
M
)
。
代
用
送
達
に
関
す
る
一
九
七
九
年
以
後
の
判
例
を
筆
者
は
ま
だ
見
つ
け
て
い
な
い
。

し
か
し
、
右
改
正
は
従
来
の
実
務
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
(
白
色
6
Rア
F
E
・
)
。
ま
た
、
代
用
送
達
の
必
要
が
あ
る
場
合
が
全
く
消
滅
す
る
に
至
つ

た
の
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
道
路
交
通
事
故
に
よ
る
人
身
傷
害
に
つ
い
て
の
賠
償
請
求
の
被
告
た
る
べ
き
加
害
者
を
追
跡
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

が
そ
の
保
険
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
ま
た
は
被
告
の
住
所
が
不
明
で
あ
り
そ
れ
が
送
達
逃
れ
で
あ
る
と
信
ず
べ
き
理
由
が
あ
り
し
か
も
そ
の
人

に
送
達
す
れ
ば
被
告
に
届
く
で
あ
ろ
う
人
物
も
い
な
い
場
合
に
は
代
用
送
達
の
必
要
が
あ
ろ
う
(
晶
変
更
少
M
D
)

。

古
い
判
例
な
が
ら
、
ど
う
い
う
場
合
に
本
人
交
付
送
達
が
実
施
不
能
と
認
め
ら
れ
た
か
を
見
ょ
う
。
こ
れ
を
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
ど
う
い
う
方
法
の
代

用
送
達
が
指
示
さ
れ
た
か
と
併
せ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

(
ニ
)
代
用
送
達
の
方
法

裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
方
法
を
指
示
す
る

(
O
・
g-
『・品
(

ω

)

)

。
代
用
送
達
は
結
局
被
告
の
所
番
地
も
最
後
の
所
番

地
も
不
明
の
場
合
に
許
可
さ
れ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
被
告
に
宛
て
て
右
以
外
の
特
別
の
所
番
地
に
前
納
書
簡
郵
便
を
出
す
こ
と
、
被
告
以
外
の
個

人
に
送
達
を
す
る
こ
と
、
新
聞
紙
に
広
告
を
す
る
こ
と
な
ど
が
指
示
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
特
別
の
所
番
地
に
宛
て
る
こ
と
も
、
被
告
以
外
の
者
に
送
達
す

る
こ
と
も
、
そ
れ
に
よ
り
本
人
が
送
達
を
知
る
こ
と
の
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
実
例
を
掲
げ
る
。

①
被
告
が
送
達
逃
れ
を
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
場
合
に
、
被
告
の
勤
務
場
所
へ
の
差
置
と
被
告
宛
に
郵
便
を
出
す
こ
と
と
を
同
時
に
行
う
こ
と
を
指

令
し
た
例
が
あ
る

(P司
自
〈

F
2
2
2ミ
印
)
巴
問
。
丘
三

(
N
)
Z
-
コ
ロ
詳
し
い
事
実
は
不
明
)
。
②
裁
判
管
轄
権
区
域
内
に
お
い
て
行
方
を
く
ら
ま
し
た
被

告
へ
の
送
達
と
し
て
そ
の
最
後
の
居
所
に
召
喚
令
状
の
コ
ピ
ー
を
差
し
置
く
こ
と
と
、
被
告
が
ビ
ジ
ネ
ス
を
営
ん
で
い
た
場
所
に
も
コ
ピ
ー
を
差
し
置

北法39(5-6・ト26)1266



く
こ
と
と
、
併
せ
て
戸

OEOロ
の
R
2
Z
紙
及
び
吋
『
5
5
5
2
紙
に
広
告
を
出
す
こ
と
を
指
令
し
た
例
が
あ
る

(
p
o
r
ぐ
ロ
ミ
(
尽
き
虫
問
。
ω

ニ吋(日)

z
・
5
3。
③
借
家
人
達
の
家
主
に
対
す
る
占
有
回
復
の
訴
え
に
お
い
て
、
行
方
不
明
の
家
主
へ
の
送
達
と
し
て
、
め
い
め
い
の
借
家
に
召
喚
令
状
の
コ

ピ
ー
を
差
し
置
く
こ
と
及
び

F
c
ロ
門
芯
ロ
の
自
己
芯
紙
と
吋
町
巾
目

5
2
紙
と
に
広
告
を
出
す
こ
と
を
指
示
し
た
例
が
あ
る
(
守
白
5
〈
・
守
一
一
古
口
(
円
∞
芯
)

ロ戸間
E

ニ吋
(
N
)
Z
H叶
HC)
。
④
召
喚
令
状
の
本
人
送
達
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
旧
。
・
少
吋
-

N

に
基
づ
き
、
送
達
の
代
わ
り
に
、
通
知

書
(
ロ

25)
を
被
告
が
住
ん
で
い
た
と
知
ら
れ
る
唯
一
の
場
所
に
差
し
置
き
、
戸
C
ロ
色
。
ロ
の
同
N
2
R
紙
及
び
そ
の
他
の
地
方
紙
二
紙
に
広
告
を
出
す
こ
と

に
よ
っ
て
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
例
が
あ
る
吉
丸
山
色
〈
E
C口
町
一
目
可
ニ
ミ

e
g岡
市
民
ミ

S
H吋

C
E
)

。
以
上
は
、
本
人
に
宛
て
た
送
達
で
あ
る
と
い

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

え
る
。⑤同

ν
2
q
u
o
g
z
m
z
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
被
告
が
自
分
の
家
を
出
て
行
方
不
明
に
な
り
、
彼
の
妻
も
そ
の
家
を
去
っ
て
自
分
の
親
類
と
同
居
し
、
被

告
の
家
が
空
家
に
な
っ
た
場
合
に
、
被
告
の
妻
に
〔
妻
気
付
か
?

妻
宛
か
?
1
筆
者
〕
送
達
し
、
コ
ピ
ー
を
被
告
の
当
該
家
屋
に
差
し
置
き
、
司
巾
芯
号

2
，

。己
mv
の
新
聞
と

ω
S
S
F丘
の
新
聞
に
広
告
を
出
す
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
(
富
三
一
。

5
〈
-
E
E宮
司
(
お
お
)
豆
問
。
ω

ニ吋
(
N
)
Z
-
口
2
)
。
⑥

E
B
n
一S
R巾

回
口
巴
。
ロ
〔
抵
当
権
設
定
者
の
目
的
物
受
戻
権
を
喪
失
さ
せ
目
的
物
を
抵
当
流
れ
と
し
て
売
却
す
る
こ
と
を
求
め
る
訴
訟
|
筆
者
〕
の
被
告
が
行
方
を
く
ら
ま
し
た
。
彼
の
妻

も
彼
の
家
族
も
そ
の
行
方
を
知
ら
な
い
。
原
告
は
彼
に
送
達
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
代
用
送
達
の
方
法
と
し
て
、
令
状
の
コ
ピ
ー
を
彼
の
妻
に

差
し
置
く
こ
と
と
吋
宮
吋
-
5
2
紙
及
び
円
。
ロ
門
ゲ
コ
の
白

N
2
5
紙
に
、
応
訴
な
き
と
き
は
(
日
円
L
O
P
E
-
。
Z官
官

O
R
E
B
)
原
告
は
、
債
務
を
弁
済
す
べ
き

時
と
場
所
を
指
定
す
る
、
弁
済
な
き
と
き
は
受
戻
権
の
喪
失
を
命
ず
る
旨
の
判
決
を
得
た
う
え
で
、
右
の
喪
失
命
令
を
確
定
的
の
も
の
と
す
る
指
令
を
求

め
る
申
立
て

(
g
o
Eロ
)
を
す
る
、
と
い
う
内
容
を
通
知
す
る
広
告
を
出
す
こ
と
、
が
指
示
さ
れ
た
(
口
町
2
ニ三国
)
Z

ロ
g)
。
⑦
被
告
が
海
外
に
行
方

を
く
ら
ま
し
所
番
地
は
わ
か
ら
な
い
場
合
に
、
令
状
を
被
告
の
男
兄
弟
に
送
達
す
る
こ
と
を
、
そ
の
旨
を
広
告
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
許
し
た
例
が

あ
る
(
豆
町
Z
S
(
N
)
Z
H
g
品
)
。
⑧
フ
ラ
ン
ス
に
住
む
フ
ラ
ン
ス
人
妻
が
い
ま
は
イ
ギ
リ
ス
に
住
む
イ
ギ
リ
ス
人
夫
を
相
手
方
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
裁

判
所
に
イ
ギ
リ
ス
に
い
る
イ
ギ
リ
ス
人
事
務
弁
護
士
を
代
理
人
と
し
て
離
婚
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
彼
等
の
関
に
五
人
の
嫡
出
の
子
が
あ
り
、
下
の
息
子

北法39(5-6・1・27)1267



説

二
人
は
母
の
と
こ
ろ
に
お
り
上
の
娘
三
人
は
父
の
と
こ
ろ
に
い
る
。
父
は
息
子
二
人
を
も
イ
ギ
リ
ス
で
教
育
を
受
け
さ
せ
た
い
。
そ
こ
で
五
人
の
名
前
で

(
す
な
わ
ち
未
成
年
者
の
代
理
人
(
ロ
巾
己
主
巾
ロ
仏
)
が
)
、
父
と
母
と
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
受
託
者
と
を
相
手
方
と
し
て
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト
の
信
託
の
履
行

論

を
求
め
る
申
立
て
を
し
た
。
こ
れ
を
履
行
す
る
に
は
母
が
二
人
の
息
子
を
父
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
申
立
書

(EC
の
母
へ
の
送
達
が
問
題

に
な
っ
た
。
離
婚
訴
訟
の
た
め
の
代
理
人
た
る
右
の
イ
ギ
リ
ス
人
事
務
弁
護
士
が
こ
の
申
立
事
件
に
つ
い
て
代
理
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
く
て

も
、
そ
れ
へ
の
送
達
が
代
用
送
達
と
し
て
適
法
と
さ
れ
た

2
8
m
〈
出
。
宮
〔
同
∞
忠
〕
怠
何
・
河

-as。
⑨
ハ
ン
プ
ル
グ
船
籍
の
船
へ
ル
タ
号
を
イ
ギ
リ

ス
居
住
の
イ
ギ
リ
ス
人

X
が
ハ
ン
プ
ル
グ
居
住
の
イ
ギ
リ
ス
人
船
主

Y
か
ら
買
う
契
約
が
ハ
ン
ブ
ル
グ
で
な
さ
れ
た
。
船
は
航
海
中
で
あ
っ
た
。
引
渡
し

は
船
が
最
初
に
入
っ
た
港
に
お
い
て
と
い
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
売
主
は
船
長
に
積
荷
降
ろ
し
が
終
り
次
第
売
買
を
完
結
さ
せ
る
権
限
を
与
え
て
い
た
。
船

は
わ

2
w
に
着
い
た
が
荷
降
ろ
し
港

ω
g丘
町
ユ
出
口
巳
に
航
行
す
る
よ
う
売
主
は
船
長
に
指
令
し
た
。
買
主
は
、
船
は
か
な
り
い
た
ん
で
い
る
、
調
べ
れ
ば

す
ぐ
分
る
、
約
定
代
金
は
値
引
き
す
べ
き
だ
、
と
船
長
に
主
張
し
た
。
船
長
は
点
検
を
拒
み
、
約
定
代
金
全
額
支
払
い
の
条
件
で
し
か
引
き
渡
さ
な
い
と

答
え
た
。
買
主
は
売
主
と
船
長
と
を
訴
え
た

(σ
三
を
岳
め
し
た
)
。
す
な
わ
ち
、
船
の
引
渡
し
(
名

E
P
3
ュ2
5
S
B
)
と
、
値
引
き
の
査
定
に
関
す
る

指
示
と
そ
の
間
に
被
告
ら
は
船
を

ωロ
ロ
骨
ユ
田
口
仏
か
ら
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
し
な
い
こ
と
と
を
求
め
た
。
原
告
は
四
月
一
六
日
ま
で
移
動
を
差
し
止
め
る

と
の
命
令
を
得
た
。
そ
し
て
右
の
訴
状

(
r
E
)
の
コ
ピ
!
と
四
月
一
六
日
に
申
立
て

(
5
2
Zロ
)
を
す
る
こ
と
の
通
知
の
コ
ピ
!
と
の
送
達
を
船
長
に
行

う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
に
ま
だ
居
る
被
告
売
主
へ
の
よ
き
送
達
と
見
倣
さ
れ
る
、
と
い
う
旨
の
指
令
を
得
た
。
四
月
一
六
日
の
原
告

の
申
立
て
に
基
づ
き
、
四
月
一
七
日
に
、
裁
判
官
は
、
両
被
告
に
対
し
て
、
差
止
を
、
次
の
指
令
あ
る
ま
で
、
認
可
し
た
(
向
日
ロ

ga。
両
被
告
の
こ
れ

に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル
は
棄
却

(
E
R
2
F
Z伝
(H∞
お
)
∞

2
・
〉
官
官

-gc)。
⑩
S
は
七

0
0ポ
ン
ド
の
損
害
賠
償
金
を
支
払
え
と
裁
判
所
は
命
じ
た
。

S

は
支
払
わ
な
か
っ
た
。

S
に
対
し
差
押
令
状
が
出
て
、
差
押
え
が
行
わ
れ
た
。

S
は
父
の
遺
言
に
よ
り
七

0
0ポ
ン
ド
を
超
え
る
金
額
を
受
け
る
権
利
資

格
を
も
っ
て
い
た
。

S
は
遺
言
執
行
人
(
可

E
R
E
。ご
Z
5
=
。ご
Z
E
E
2
)
H
に
対
し
遺
言
の
執
行
を
求
め
て
訴
え
を
起
こ
し
て
い
た
。
こ
の
訴
訟

の
被
告
で
あ
る
遺
言
の
執
行
人
に
、
差
押
人

(
ω
2
5
ω
E
Z
E
)
が
、
差
押
令
状
そ
の
他
を
送
達
し
た

(
F
Z
巴
包
0
・

2
E
2
国
己
ヨ
巾

(
H
g
H
)
5
2
即
日

ω)
。
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遺
言
執
行
人
が

S
に
払
う
べ
き
金
を
差
押
人
に
支
払
わ
せ
る
た
め
に
で
あ
る
。
一
八
八
一
年
六
月
二
七
日
に
、
遺
言
執
行
人
は
差
押
人
に
一
三

0
ポ
ン
ド

を
一
部
弁
済
と
し
て
支
払
え
と
の
裁
判
所
指
令
が
出
た
。
こ
の
事
件
に
つ
き
、
臣
官
位
勾
(
N
)
Z

・
5
8
は、

S
が
海
外
に
い
る
の
で
園
内
に
い
る

S

の
訴
訟
代
理
人
に
代
用
送
達
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
と
摘
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
冨

(UFSω
に
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
⑪
送
達

回
避
の
意
図
は
不
明
で
も
、
令
状
の
発
行
後
に
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
後
に
、
裁
判
管
轄
権
区
域
外
に
去
っ
た
場
合
に
は
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
相
当
と

認
め
る
と
き
は
、
代
用
送
達
の
指
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
判
例

C
ミ
自
己

2
2
Z
2・
E
E
O
S
S
H
心

∞

-HN-n
〉
・
呂
町
写
「
』
・
舎
印

2
5
m
)

が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
出
色
岳
民
一
卿
は
、
代
用
送
達
を
許
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
ち
、
送
達
を
受
領
す
る
つ
も
り
を
も
っ
事
務
弁
護
士
と

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

被
告
が
そ
の
留
守
中
被
告
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
処
理
を
託
し
た
と
思
わ
れ
る
人
物
と
に
送
達
を
す
る
こ
と
を
よ
し
と
し
、
被
告
が
応
訴
す
る
の
に
二
カ
月
を

見
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
、

と
述
べ
て
い
る
。
⑫
被
告
は
抵
当
債
権
者
言
。
『
お
お
主
。
原
告
は
こ
の
抵
当
権
の
有
効
性
を
争
う
た
め
訴
状
(
町
三
)
を
裁
判

所
に
提
出
し
た
。
訴
状
は
綴
り
込
ま
れ
た

(
E
a
)
。
的
ロ
σ旬
。
巾
ロ
白
令
状
〔
特
定
の
目
的
で
特
定
の
時
に
特
定
の
場
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
不
出
頭
に
べ

ナ
ル
テ
ィ
が
謀
せ
ら
れ
る
1

筆
者
〕
を
被
告
に
送
達
し
た
い
。
被
告
は
訴
状
発
行
前
に
す
で
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
去
り
イ
タ
リ
ー
に
居
た
。
し
か
し
、
被
告
に

抵
当
権
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
金
は
被
告
の
勘
定
に
お
い
て
被
告
の
パ
ー
ト
ナ
ー
達
に
払
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
彼
ら
は
被
告
の
た
め
に

法
律
行
為
を
す
る
一
般
的
な
権
能
を
も
っ
て
い
た
。
被
告
の
パ
ー
ト
ナ
ー
達
に
宛
て
た
右
の
令
状
の
送
達
は
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
た

(
E
E
m
z・
2
号
E

(
H
E
g
o
-問。
2
8
5
2
2
5
3
z
・
2H)
。
⑬
被
告
が
口
座
を
現
に
有
し
て
い
る
ま
た
は
か
つ
て
有
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
銀
行
に
宛
て
て
、
代
用
送
達
を

す
べ
き
旨
を
指
令
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る

2
m
Z
Eミ
・
〈
O
}

・
ョ

E
E
H
8
5宮
町
)
。
以
上
は
、
本
人
以
外
の
も
の
に
宛
て
た
送
達
で
あ
る
。

(
ホ
)
代
用
送
達
の
手
続

宣
誓
供
述
書
に
よ
り
な
さ
れ
る
。
官
五
言
供
述
書
に
は
申
立
て
を
理
由
ゃ
つ
け
る
事
実
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
向
上
)
。
申
立
て
は
冨

B
Z吋

代
用
送
達
の
指
令
(
。
E
2
)
は
申
立
て

(阻害

-EC。
コ
)
を
待
っ
て
行
う
(
。

'g-
『・品
(

N

)

参
照
)
。
申
立
て
は

に
提
出
し
、
代
用
送
達
の
指
令
は
冨

g
Z円
が
書
面
で
出
す
(
即
日
¥
品
¥
印
・
∞
参
照
)
。
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説

(
注
)
代
用
送
達
申
立
宣
誓
供
述
書
の
現
行
実
務
書
式
が
司
同
門
M
-
ω
訟
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
宣
誓
供
述
書
の
記
載
事
項
中
、
《
私
は
、
送
達
承
認
書
付
き
の
令
状
コ
ピ
ー
を
送
達

す
べ
く
、
カ
の
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
合
理
的
な
努
力
を
払
い
あ
ら
ゆ
る
適
切
な
手
段
を
講
じ
ま
し
た
が
、
送
達
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
》
と
い
う
文
言
一
が
あ
る
の
が

注
目
さ
れ
る
。
通
常
ど
う
い
う
手
段
を
講
ず
る
か
の
紹
介
は
略
す
る
(
品
目
¥
ミ

?τ
見
よ
)
。

代
用
送
達
と
し
て
書
簡
を
送
還
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
場
合
の
指
令
書
の
現
行
実
務
書
式
は
《
:
:
の
宣
誓
供
述
書
を
読
ん
だ
上
、
本
指
令
書
の
コ
ピ

1
及
び
:
:
:
の
召
喚
令

状
の
コ
ピ
l
の
、
所
番
地
:
の
被
告
:
:
:
に
宛
て
ら
れ
た
前
納
通
常
郵
便
書
簡
に
よ
り
こ
れ
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
る
送
達
は
、
本
令
状
の
良
好
な
十
分
な
(
問
。
邑
吉
弘

E
B
n
-
S
C
送
還
で
あ
る
も
の
と
す
る
、
と
指
令
す
る
》
で
あ
る
(
前
掲
司
同
ユ
N
-
U
N
g

。

原
告
は
、
定
め
ら
れ
た
種
類
の
郵
便
に
よ
る
代
用
送
達
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
宣
誓
供
述
書
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
(
白
山
¥
品
¥
5
・
そ
の
現
行
実
務
書
式
は
司

R
H

N
.
ω

包
に
見
ら
れ
る
)
。
指
令
書
コ
ピ
!
及
び
令
状
コ
ピ
ー
は
書
簡
を
郵
便
に
付
し
た
日
の
次
の
日
に
送
達
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
こ
れ
と
異
な
る
こ
と
が

指
示
さ
れ
た
と
き
は
そ
れ
に
よ
る
。

s
k
¥同日・同
vm
ユ
ω
・

as。

広
告
を
し
た
場
合
に
は
、
宣
誓
供
述
書
の
中
で
(
必
要
的
記
載
事
項

l
o
g
-
『
・
∞
の
ほ
か
)
広
告
内
容
を
詳
し
く
の
べ
る
か
ま
た
は
広
告
新
聞
紙
の
コ
ピ
ー
を
証
拠
書

類
と
し
て
添
付
す
る
(
紙
名
と
広
告
日
付
は
必
須
で
あ
る
。

g
k
¥
5
・
広
告
の
現
行
実
務
の
形
式
は
同
J
E
N
-

怠
N

に
、
広
告
し
た
こ
と
の
宣
誓
供
述
書
の
現
行
実
務
の
書
式

は
司
白
ユ
N

・
ω
巴
に
見
ら
れ
る
)
。

論

(
へ
)
代
用
送
達
の
効
果

送

達

の

効

果

を

有

す

る

代
用
送
達
の
指
令
に
お
い
て
指
示
さ
れ
た
送
達
方
法
を
忠
実
に
実
施
し
た
と
き
は
、
代
用
送
達
は
本
人
交
付

( 

σ、
にJ官、¥.，. 
、¥
E。
ドー
t.n 

) 。

代

用

送

達

と

欠

席

判

決

代
用
送
達
の
指
令
に
従
っ
て
適
正
に
代
用
送
達
が
実
施
さ
れ
た
と
き
は
、
代
用
送
達
を
基
礎
と
す
る
判
決
は
、
被
告
が
訴
訟
を
知
ら
な
い

場
合
で
も
、
適
法
で
あ
る

4 

( 

σ3 
0司、、
ゆ‘、、
..... 
t.n 

) 。

適
法
な
代
用
送
達
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
が
防
御
の
意
図
の
通
知
を
予
告
さ
れ
た
期
間
(
。
・
戸
円
-
m
〉
)
内
に
よ
こ
さ
な
い
と
き
は
、
原

告
は
、
請
求
が
特
定
金
額
の
請
求
で
あ
る
と
き
は
、
法
律
上
の
権
利
と
し
て
、
請
求
認
容
の
終
局
欠
席
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
(
。
戸
円
同
(
己
・

白
血
一
岳
民
ア
〈
。
一

N
晶

(
H
S
申
)
官
民
間
的
印

3
・
2
c
-
H
ω
¥
同
¥
同
)
(
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
場
合
に
当
た
ら
な
い
)
。
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判
決
の
登
録
守
口
同
ミ
)
を
欲
す
る
当
事
者
が
判
決
を
起
草
す
る

(
O
固
た
・
『
印
(

N

)

)

。
判
決
の
起
草
は
、
こ
の
種
の
欠
席
判
決
の
場
合
に
は
、
書
式
が

河口

-2
。
ご
宮

ωロ℃
5
5巾
わ
。
ロ
ス
の
〉
℃
匂
巾
同
丘
一
同
〉
に
定
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
書
式
に
必
要
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
で
あ
る
(
。
・
ぉ
・
「
同
(
戸
)
、
書
式

は
前
注
の
通
り
)
。
召
喚
令
状
の
送
達
の
方
法
と
場
所
を
判
決
の
中
に
も
具
陳
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
(
一
F
E
・

5
)。
送
達
が
代
用
送
達
で
あ
る
場
合
に

は
そ
の
費
用
を
負
担
さ
せ
る
た
め
に
役
に
立
つ
(
品
N
¥

ミ
ω)
。

判
決
を
登
録
し
て
も
ら
う
に
は
、
事
前
に
、
被
告
へ
の
令
状
の
正
当
な
(
含
ゆ
)
送
達
(
た
と
え
ば
、
正
当
な
代
用
送
達
)
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る

(
2
)
 

原
告
の
宣
誓
供
述
書
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
こ
れ
は
原
告
に
よ
り
ま
た
は
原
告
の
た
め
に
綴
り
込
ま
れ
る
)
(
。
戸
司
吋
(
己
主
)
。

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

(
1
)
特
定
金
額
請
求
(
]
五
巳
合
同

E
p
s
s
e
事
件
を
念
頭
に
お
く
。
召
喚
令
状
の
裏
面
に
、
請
求
原
因
事
実
と
請
求
金
額
と
訴
訟
費
用
額
と
を
記
載
す
る
(
。
?
『

N

(

同)

(白
)

(

F

)

)

。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
令
状
を
念
頭
に
お
く
。
代
用
送
達
の
指
令
を
原
告
が
得
て
い
る
と
き
は
代
用
送
達
の
費
用
額
を
も
請
求
の
中
に
加
え
る
(
句
ω
2
N
.
H

の
注
を

見
よ
)
。
召
喚
令
状
の
表
の
面
に
、
被
告
の
応
訴
の
意
図
の
有
無
の
叙
述
を
含
む
送
達
の
承
認
書
を
中
央
事
務
局
に
返
戻
し
な
い
と
き
は
、
原
告
は
訴
訟
を
進
行
さ
せ
被
告
に
不

利
な
判
決
が
登
録
(
伶
己
負
)
さ
れ
る
こ
と
あ
る
べ
し
と
警
告
す
る
文
が
書
か
れ
る
(
印
刷
し
て
あ
る
)
(
匂
国
ユ
N
'
H

に
見
ら
れ
る
法
定
の
書
式
)
。

こ
の
場
合
の
欠
席
判
決
は
防
御
意
図
通
知
悌
怠
の
判
決
。
昆
同
ヨ

E
Zロ
舟
貯
三
円
。
『

S
Z
2
0同
E
Z
E
-。
ロ
円
。
仏
民

g
g
で
あ
る
。
こ
の
判
、
決
の
法
定
書
式
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

《
一
九
・
;
年
・
:
月
:
目
。

本
件
被
告
に
よ
り
防
御
の
意
図
の
通
知
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
き
、
本
目
、
被
告
は
原
告
に
・
・
ポ
ン
ド
及
び
費
用
ポ
ン
ド
を
支
払
う
べ
き
も
の
と
、
判
決

さ
れ
た
J

(
同よ
2
N
.
ω
念。

費
用
が
査
定
を
要
す
る
と
き
は
、
「
費
用
:
:
・
ポ
ン
ド
」
の
か
わ
り
に
、
「
査
定
さ
る
べ
き
費
用
」
と
記
載
し
、
別
行
で
「
上
記
費
用
は
一
九
年
・
:
月
日
付
の
査
定
官
の
認

可
書

(
B
E
2
2
Z
)
に
あ
る
と
お
り
・
:
・
ポ
ン
ド
と
査
定
さ
れ
認
許
さ
れ
た
」
と
書
く
(
同
上
)
。

(
2
)
綴
込
み
に
つ
い
て
は
、
。
・

2
・『・申

ρ
句
。
・
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
中
央
事
務
局
に
お
い
て
綴
り
込
ま
れ
る
(
?
申
(
品
)
)
。
事
件
記
録
(
円
白
5

0

U
。
or)
に
綴
り
込

ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

原
告
が
、

ρ
5
3・ω
∞g
n
F
U
Z
E
。
ロ
の
管
抽
帽
の
事
件
で
、
防
御
の
意
図
通
知
僻
怠
の
判
決
の
登
録
を
し
た
い
場
合
を
想
定
し
よ
う
。
原
告
は
中
央
事
務
局

(
0
・
ぉ
・
『
・
日

北法39(5-6・I・31)1271 



説

(
叶
)
)
の
訴
訟
部
に
出
頭
す
る
(
ロ
¥
H
¥
品
)
。
そ
し
て
、
召
喚
令
状
の
原
本

(
0
8
・
?
印

(
S
S
)
)
、
召
喚
令
状
の
送
達
に
関
す
る
宣
誓
供
述
書
の
原
本
(
ロ
¥
同
¥
品
)
、
判
決

書
二
通
(
適
正
な
用
紙
を
用
い
、
書
式
を
完
全
に
正
し
く
満
た
し
、
か
つ
印
紙
を
貼
布
し
た
も
の
)
を
提
出
す
る
。
係
官
は
、
ま
ず
、
防
御
の
意
図
の
通
知
の
有
無
を
調
べ
る
。

そ
の
上
で
判
決
書
の
上
に
、
《
防
御
の
意
図
の
通
知
な
し
》

(
Z
。

z
c
t
B
。
コ
ロ
Z
E
Eロ
円
。
口
氏
。
ロ
且

C
Sロ
)
と
い
う
印
を
押
録
す
る

(
H
ω
¥
戸
¥
品
)
。
そ
し
て
、
訴
訟
部
の
印

を
押
捺
す
る
(
句
白
ユ

ω
-
a
g
。
こ
れ
が
判
決
の

E
Zユ
ロ
聞
で
あ
る
。

ρ
Z
2
2〆
∞
2
n
F
U
Z
E。
ロ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
判
決
を
民
間
ロ
す
る
と
呼
称
さ
れ
る
(
ロ
¥
同
¥
念
。

登
録
が
済
む
と
そ
の
場
で
訴
訟
部
の
係
官
は
一
通
を
綴
り
込
み
、
他
の
一
通
は
登
録
の
た
め
に
提
示
し
た
当
事
者
に
返
戻
す
る

(
C
・
C
-
「
・
印
字
)
)
。

論

原
告
勝
訴
欠
席
判
決
と
被
告

(
イ
)
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、

0
・

5
に
基
づ
き
登
録
さ
れ
た
判
決
を
排
除
す
る

由
)
。
す
な
わ
ち
、
防
御
意
図
通
知
慨
怠
の
判
決
の
場
合
も
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。

5 

(部門

g
E
O
)

こ
と
が
で
き
る

(
C
・
5
・『・

(
1
)
師
免
白
包
骨
は
、
効
力
な
し
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
で
あ
り
、
判
決
の
排
除
に
限
る
の
で
は
な
い
。
召
喚
令
状
の
送
達
の
排
除
も
あ
り
う
る
(
。
・
ロ
・
円
・
∞
(
同
)
(
白
)
)
。
こ

の
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
す
べ
て
の
手
続
が
|
|
判
決
を
含
め
て
|
|
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
実
例
を
ひ
と
つ
紹
介
し
よ
う
。

原
告
は
、
被
告
に
イ
ギ
リ
ス
で
売
却
し
引
き
渡
し
た
貨
物
の
代
金
決
済
を
求
め
る
た
め
に
特
に
裏
書
し
た
召
喚
令
状
を
発
行
し
た
こ
八
八
七
年
九
月
)
。
被
告
は
フ
ラ
ン
ス

の
ボ
ル
ド
ー
に
居
住
し
た
。
原
告
は
、
裁
判
管
轄
権
の
区
域
外
に
あ
る
被
告
に
対
す
る
召
喚
状
の
送
達
の
許
可
を
原
告
限
り
で

(Z
宮
司
件
。
)
申
し
立
て
た
。
そ
の
際
、
宣
誓

供
述
書
に
お
い
て
、
知
ら
ず
に
誤
っ
て
、
被
告
は
イ
ギ
リ
ス
国
民
で
あ
る
と
述
べ
た
。
令
状
は
一
八
八
七
年
一
二
月
二
四
日
被
告
に
ボ
ル
ド
ー
で
送
達
さ
れ
た
。
被
告
の
応
訴
な

し
。
原
告
は
一
八
八
八
年
一
月
七
日
に
被
告
有
責
の
判
決
を
サ
イ
ン
し
た
(
登
録
し
た
)
。
原
告
は
こ
の
判
決
を
基
と
す
る
手
続
を
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
で
行
っ
た
。
被
告
は
、

こ
の
判
決
及
び
こ
れ
を
基
と
す
る
手
続
を
排
除
す
る
こ
と
を
求
め
て
出
訴
し
た

(
2
5
ヨO
口
凹
)
。
冨
目
的
門
司
の
前
で
審
尋

(
F
Eユ
ロ
問
)
が
行
わ
れ
、
原
告
が
そ
こ
で
被
告
が
イ
ギ

リ
ス
国
民
で
な
い
こ
と
を
認
諾
し
た
。

F
白
白
田
宮
司
は
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
被
告
は
』
邑
問
。
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
』
邑
問
。
は
合
議
体
(
円
F
o
n。
三
円
)
に
事
件
を
託
し
た
(
お
な
円
)
。

当
時
、
。
・
ロ
・
司
酌
は
、
〈
被
告
が
イ
ギ
リ
ス
国
民
で
な
い
と
き
ま
た
は
イ
ギ
リ
ス
領
土
(
与
。
ョ
一
言
。
口
)
内
に
な
い
と
き
は
、
令
状
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
令
状
の
通
知
が
彼

宛
に
送
達
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
》
と
定
め
て
い
た
。
本
件
令
状
の
送
達
は
、
た
ん
に
不
適
法
(
ロ
4
0
間
三
月
広
三
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
無
効

(E-zq)
で
あ
り
、
令
状

の
送
達
を
許
可
し
た
指
令
及
び
そ
の
後
の
後
続
の
す
べ
て
の
手
続
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
さ
れ
た
(
フ
ィ
ー
ル
ド
判
事
は
、
手
続
は
〈
。
正
白

σ
z
x
z
当

初
よ
り
無
効
と
述
べ
て
い
る
)
。

北法39(5-6・1'32)1272 



(
ロ
)
判
決
は
適
法

(
5
1
R
)
で
あ
る
場
合
と
不
適
法
で
あ
る
場
合
と
が
あ
る
。
ま
た
判
決
が
無
効
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。

(
1
)
死
者
ま
た
は
準
拠
法
に
よ
れ
ば
解
散
し
た
も
し
く
は
存
在
し
な
い
会
社
に
対
す
る
送
達
の
承
認
の
憐
怠
に
基
づ
く
欠
席
判
決
が
登
録
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
判
決
は
無
効
で

あ
り

(EZ
吉
弘
〈
宮
島
)
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
知
っ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
を
聴
問
し
た
う
え
、
職
権
で
(
。
ご
円
ω
。
君
ロ
ョ
。
zoロ
)
、
当
該
判
決
を
排
除
す
る
(
お
¥
申
¥
品
)

(
銀
行
が
不
存
在
で
あ
っ
た
ケ
|
ス
に
つ
い
て
、
戸
白
日
三
回
5
5耳
目
除
わ
?
ぐ
玄
庄
一
自
己
回
ω
ロ
r
F
E
2
8
N
〕
H
穴
∞
・

2
吋
及
び
こ
れ
を
支
持
し
た

2
8
ω
〕
〉
-

。・

Ng参
照
)
。

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

(
ハ
)
防
御
意
図
通
知
僻
怠
判
決
が
不
適
法
で
あ
る
と
き
は
被
告
は
こ
の
判
決
を
正
義
の
要
請
(
虫
色
を

E
E
E
Z
)
か
ら
排
除
し
て
も
ら

う
権
利
を
も
っ

(〉口一白『山、〈同
V
2
2
2
5
5
(
H
g
e
g
o
-
∞
-
U
・吋
2
・
鷹
訴
期
間
徒
過
前
に
防
御
陳
述
書
の
交
付
機
怠
に
基
づ
く
判
決
登
録
を
し
た
ケ
l
ス
)
(
偶
然
の

書
き
損
じ
脱
漏
は
こ
れ
を
訂
正
で
き
る
。
〉
コ
邑
g
問
。
〈
・
司
2
2
2
2
8
5
N
同
・
∞
-
企
c
・
h
-

〉・)。

防
禦
意
図
通
知
僻
怠
判
決
が
適
法
で
あ
る
と
き
で
も
、
被
告
が
そ
の
排
除
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
欠
席
判
決
は
本

(。司司

gym-ヨ
〈
・
富
。

Z
E
a

〔

S
N
N
〕
Hbr
。
・
お
N)
。
被
告
は
本
案
の
防
御
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
し

案
の
判
決
で
は
な
い

か
し
、
本
案
に
関
す
る
防
御
の
根
拠
に
な
る
事
実
を
供
述
す
る
宣
誓
供
述
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
提
出
し
な
い
と
き
は
判
決
は
排

除
さ
れ
な
い

(司白『品。ロ〈・岡山戸
n
z
q
(
H
∞∞坦
)
N
ω
C
-
∞・

0
・
HN
品)。

送
達

(
O
・
g-

円

-
H
)

が
実
施
不
能
で
な
い
の
に
実
施
不
能
と
偽
っ
て
代
用
送
達
の
申
立
て
を
し
そ
の
指
令
を
受
け
そ
の
指
示
す
る
方
法
に

よ
り
代
用
送
達
を
実
施
し
も
っ
て
防
御
意
図
通
知
僻
怠
の
状
態
を
惹
起
さ
せ
、
こ
れ
に
基
づ
き
防
御
意
図
通
知
僻
怠
欠
席
判
決
を
登
録
し
た

か
り
に
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
)
不
適
法
で
あ
る
と
し

と
き
は
、
こ
の
判
決
は

(
法
律
上
当
然
に
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

て
そ
の
排
除
を
被
告
は
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

5 

ま
と
め
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説

(
イ
)
日
本
の
公
示
送
達
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
は
裁
判
所
が
指
示
し
た
方
法
に
よ
る
送
達
を
し
た
旨
を
新
聞
紙
(
二
紙
の
例
が
多
い
)
に

広
告
す
る
と
い
う
代
用
送
達
で
あ
る
。
代
用
送
達
の
方
法
は
、
被
告
に
渡
る
査
然
性
の
高
い
者
に
送
達
し
そ
の
旨
を
広
報
に
よ
り
被
告
に
知

ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
送
達
を
受
け
た
者
か
ら
の
情
報
と
広
告
か
ら
の
情
報
と
が
被
告
に
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
被
告
の
僻

論

怠
の
可
能
性
は
そ
の
限
度
で
よ
り
小
さ
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
代
用
送
達
の
要
件
の
う
ち
に
正
規
の
送
達
が
実
施
不
能
で
あ
る
こ
と
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
要
件
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
こ
の
要

件
が
存
す
る
と
原
告
が
申
し
立
て
る
こ
と
は
、
宣
誓
供
述
書
に
偽
り
を
記
載
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
り
や
り
に
く
い
こ
と
で
あ
ろ

〉
「
ノ
。(

1
)
宣
奮
供
述
書
に
偽
り
を
-
記
述
す
る
こ
と

(p-耳
切
E
Z
5
2
3
。
口
。
回
忌
)
は
、
偽
証
(
司
ぬ
と
ロ
ミ
)
と
は
呼
称
さ
れ
な
い
(
』
。
三
口
〆

U
-
n
z
。
E
『可
C
『
開
口
問
-
U
F
F
h
w
dア

忌
吋
ア
司
包
括
的
君
。
白
『
吉
岡
)
が
、
偽
証
法
(
句
。
ユ
ロ
ミ
〉
2
・
5
H
H
)

に
よ
り
可
罰
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
印

R
Z。ロ
N
.
(
同
)
七
年
を
越
え
な
い
禁
固
ま
た
は
罰
金
ま
た
は

そ
れ
ら
の
併
科
)
。

(
ハ
)
か
り
に
、
ま
ん
ま
と
代
用
送
達
の
指
令
を
得
て
、
指
令
の
中
で
指
示
さ
れ
た
方
法
で
代
用
送
達
を
実
施
し
、
被
告
が
そ
の
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
な
く
し
て
送
達
を
知
ら
ず
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
防
御
意
図
通
知
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
通
知
期
間
の
徒
過
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
原
告
が
防
御
意
図
通
知
僻
怠
判
決
を
登
録
す
る
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
は
、
代
用
送
達
の
指
令
の
排
除
と
右
僻
怠
判
決
の
排
除

と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
偽
の
住
居
所
に
宛
て
た
召
喚
状
の
送
達
は
、
名
宛
人
に
帰
責
事
由
が
な
い
と
き
は
、
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
(
こ
れ
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に
つ
づ
く
別
の
方
法
に
よ
る
送
達
も
無
効
と
な
り
て
そ
れ
は
被
告
の
防
御
権
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
主
張
さ
れ
れ
ば
裁
判
所
は
そ
の

無
効
を
宣
言
し
、
こ
の
送
達
の
無
効
は
第
一
審
の
判
決
の
無
効
を
も
た
ら
す
か
ら
、
裁
判
所
は
判
決
の
無
効
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
(
一

5

(
ハ
)
(
一
一
)
)
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
偽
り
の
住
居
所
等
に
宛
て
た
送
達
が
実
施
不
能
と
な
っ
て
代
用
送
達
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
名
宛
人
に
こ
れ
に
つ
き

帰
責
事
由
が
な
い
と
き
は
、
召
喚
令
状
の
送
達
も
、
こ
れ
に
続
く
第
一
審
判
決
も
、
申
立
て
に
よ
り
排
除
さ
れ
る

(二

5
(
ハ))。

不実の申立てに基づく公示送達を受けた者の救済について

西
ド
イ
ツ
で
は
、
前
稿
(
「
は
じ
め
に
」
を
み
よ
)
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
送
達
名
宛
人
の
住
所
を
公
示
送
達
申
請
人
が
知
っ
て
い
な
が
ら
判

決
の
公
示
送
達
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
こ
と
に
つ
き
詐
欺
罪
と
し
て
有
罪
の
確
定
判
決
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
と
き
は
、
上
訴
の
追
完
を

判
例
は
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
判
決
の
踊
取
に
よ
り
獲
得
し
た
と
こ
ろ
の
法
的
地
位
を
そ
の
地
位
に
基
づ
く
権
利
行
使
を
認
め
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
否
定
す
る
。

こ
れ
ら
を
比
べ
る
と
、
被
告
を
救
済
す
る
方
法
に
ち
が
い
が
あ
る
。
こ
の
ち
が
い
を
ど
う
理
解
し
ど
う
評
価
す
べ
き
か
。
こ
う
い
う
問
題

を
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
の
検
討
は
別
稿
に
お
い
て
行
う
。
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